
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
後
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
本
誌
第
五
一
四
―
九
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
―
阿
弖
河
荘
研
究
の
課
題
―
」
の
後
篇
で
あ
る
。

前
篇
で
は
、
阿
弖
河
荘
関
係
史
料
に
つ
い
て
、
目
録
の
補
訂
・
翻
刻
の
訂
正
・
年
欠
の
文
書
の
年
代
比
定
な
ど
、
い
ま
だ
多
く
の
課
題
が

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
荘
園
領
主
円
満
院
・
寂
楽
寺
・
高
野
山
、
地
頭
湯
浅
氏
等
の
領
有
関
係
や
在
地
に
お
け
る
公
文
の
実
態

に
つ
い
て
整
理
を
行
っ
た
。

本
稿
で
は
、
建
治
以
降
の
阿
弖
河
荘
関
係
文
書
の
目
録
の
補
訂
を
お
こ
な
い
、
阿
弖
河
荘
研
究
で
多
く
の
注
目
を
集
め
て
き
た
、
い
わ

ゆ
る
建
治
相
論
と
そ
れ
に
至
る
相
論
の
過
程
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
た
い
。

建
治
相
論
と
は
、
建
治
元
～
二
年
（
一
二
七
五
～
七
六
）
頃
ま
で
の
間
、
荘
園
領
主
円
満
院
・
寂
楽
寺
と
地
頭
湯
浅
氏
と
が
阿
弖
河
荘

の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
相
論
の
こ
と
を
い
う
。
か
の
有
名
な
地
頭
の
苛
法
非
法
を
訴
え
た
上
村
百
姓
等
の
片
仮
名
言
上
状
は
こ
の
相

論
の
さ
な
か
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
相
論
は
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
六
波
羅
法
廷
で
の
激
し
い
訴
訟
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。

こ
の
相
論
は
、
荘
園
領
主
円
満
院
（
本
家
）・
寂
楽
寺
（
領
家
）
と
地
頭
湯
浅
氏
、
百
姓
等
と
地
頭
湯
浅
氏
と
い
う
対
抗
関
係
を
軸
と
し

て
い
た
が
、
実
際
の
相
論
の
過
程
は
そ
れ
が
複
雑
に
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
。
先
行
研
究
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、

（
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二

相
論
の
具
体
的
な
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
な
か
で
、
そ
の
対
抗
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
が
ひ
と
つ
の
論
点
と
な
っ
た
。

一
九
六
〇
年
代
、
仲
村
研
は
、
片
仮
名
言
上
状
の
成
立
を
阿
弖
河
荘
支
配
を
め
ぐ
る
複
雑
な
政
治
状
況
の
な
か
で
捉
え
、
こ
の
片
仮
名

言
上
状
が
領
家
寂
楽
寺
の
雑
掌
の
指
導
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
六
波
羅
奉
行
人
が
地
頭
で
は
な
く
荘
園
領

主
側
に
加
担
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
六
波
羅
法
廷
で
の
裁
判
は
事
実
上
、
鎌
倉
幕
府
対
地
頭
の
対
決
の
様
相
を
呈
し
た
と
捉
え
、
こ
こ
に

鎌
倉
幕
府
の
反
動
性
＝
荘
園
制
崩
壊
阻
止
の
動
向
を
読
み
取
っ
た
。

そ
の
後
一
九
八
〇
年
代
末
に
河
野
通
明
が
、
年
未
詳
文
書
の
年
次
比
定
と
相
論
の
関
係
者
の
整
理
を
行
い
な
が
ら
建
治
相
論
の
過
程
を

詳
細
に
明
ら
か
に
し
、
仲
村
が
示
し
た
百
姓
申
状
作
成
へ
の
領
家
方
雑
掌
の
指
導
と
い
う
事
実
や
、
鎌
倉
幕
府
対
地
頭
と
い
う
図
式
で
捉

え
る
こ
と
を
批
判
し
、
本
家
・
領
家
間
に
も
矛
盾
が
あ
り
、
実
際
に
訴
訟
に
関
係
し
て
い
た
の
は
領
家
寂
楽
寺
の
権
限
を
吸
収
し
た
本
家

円
満
院
で
あ
っ
た
と
し
た
。
黒
田
弘
子
も
、
相
論
に
関
係
し
た
荘
園
領
主
側
の
雑
掌
や
六
波
羅
奉
行
人
の
動
向
を
詳
細
に
検
証
し
、
地
頭

湯
浅
氏
側
も
六
波
羅
奉
行
人
の
一
部
を
味
方
に
引
き
入
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
む
し
ろ
幕
府
の
法
曹
官
僚
を
頼
る
し
か
な
か
っ

た
荘
園
領
主
の
立
場
の
脆
弱
さ
を
指
摘
し
て
仲
村
の
見
解
を
批
判
し
た
。
た
だ
し
黒
田
は
、
相
論
の
主
体
を
領
家
寂
楽
寺
と
捉
え
、
河
野

と
は
見
解
を
異
に
し
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
さ
ら
に
史
料
の
分
析
が
進
め
ら
れ
、
湯
浅
氏
の
立
場
に
つ
い
て
新
た
な
見
解
も
出
さ
れ
た
。
高
橋
典
幸
は
、
河
野

の
文
書
解
釈
を
一
部
訂
正
し
な
が
ら
再
検
証
し
、
地
頭
湯
浅
氏
が
兼
帯
し
た
の
は
預
所
で
は
な
く
預
所
代
官
職
（
雑
掌
職
）
で
あ
っ
た
こ

と
、
ま
た
建
治
相
論
で
は
預
所
職
を
握
っ
て
い
た
領
家
寂
楽
寺
も
相
論
に
関
与
し
、
円
満
院
の
指
揮
下
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

た
。
ま
た
、
高
橋
修
は
、
建
治
相
論
に
至
る
過
程
を
段
階
的
に
把
握
し
、
ま
ず
正
元
～
文
永
前
半
期
の
相
論
は
、
湯
浅
氏
が
円
満
院
内
部

に
直
接
的
な
関
係
を
築
い
た
こ
と
に
よ
る
、
円
満
院
機
構
内
に
お
け
る
親
湯
浅
氏
勢
力
と
対
抗
勢
力
と
の
政
治
的
抗
争
で
あ
っ
た
こ
と
、

そ
の
後
円
満
院
門
跡
円
助
に
よ
る
寺
領
相
続
に
よ
り
支
配
体
制
が
変
わ
り
、
文
永
一
〇
年
（
一
二
七
三
）
に
本
所
・
地
頭
、
領
家
・
地
頭

間
に
協
調
的
な
体
制
が
成
立
し
、
そ
れ
に
対
し
て
百
姓
等
の
独
自
性
の
強
い
闘
争
が
展
開
さ
れ
、
建
治
相
論
の
口
火
を
切
る
こ
と
に
な
っ

た
と
論
じ
た
。
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三

ま
た
建
治
相
論
の
背
後
に
あ
っ
た
百
姓
闘
争
に
つ
い
て
も
仲
村
以
来
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
金
泰
虎
は
、
建
治
以
前
の
阿
弖
河
荘
支
配

の
実
態
を
捉
え
る
な
か
で
、
円
満
院
の
直
務
に
よ
る
支
配
再
編
と
そ
れ
を
支
え
た
荘
官
・
百
姓
、
そ
れ
ら
と
対
抗
す
る
地
頭
と
の
関
係
を

明
ら
か
に
し
、
円
満
院
の
直
務
支
配
の
頃
か
ら
す
で
に
百
姓
の
役
割
は
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
公
文
と
結
び
つ
き
な
が
ら
次
第
に

百
姓
結
合
が
前
面
に
登
場
し
て
く
る
過
程
を
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
建
治
相
論
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
荘
園
支
配
を
め
ぐ
る
荘
園
領
主
対
在
地
領
主
、
幕
府
裁
判
に
お
け

る
鎌
倉
幕
府
対
地
頭
と
い
う
対
抗
関
係
の
把
握
か
ら
、
円
満
院
・
寂
楽
寺
・
湯
浅
氏
各
領
主
層
の
対
立
構
造
と
、
領
主
各
層
と
連
携
・
対

抗
し
な
が
ら
闘
争
を
展
開
し
た
百
姓
の
動
向
を
、
建
治
相
論
に
至
る
過
程
も
含
め
て
動
態
的
に
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
相
論
の
過
程
は
か
な
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
新
た
な
指
摘
も
な
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
い
ま
だ
十
分
な
検
証
が
な
さ

れ
て
お
ら
ず
統
一
的
見
解
に
い
た
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

ま
ず
、
建
治
相
論
の
主
体
が
本
家
円
満
院
か
、
領
家
寂
楽
寺
な
の
か
、
両
者
の
関
係
と
相
論
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
河
野
以

降
、
本
家
円
満
院
を
相
論
の
主
体
と
す
る
見
方
が
あ
る
一
方
で
、
寂
楽
寺
を
主
体
と
す
る
黒
田
の
見
解
も
あ
り
、
本
家
・
領
家
の
関
係
や

相
論
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
相
論
の
過
程
の
な
か
で
改
め
て
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
こ
れ
と
関
連
し
て
、
荘
園
支
配
や
裁
判
に
関
わ
る
預
所
・
預
所
代
や
雑
掌
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
地
頭
湯

浅
氏
の
兼
帯
し
た
預
所
職
も
し
く
は
預
所
代
官
職
、
雑
掌
、
ま
た
訴
訟
を
担
当
し
た
雑
掌
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
統
一
的
な
見

解
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
荘
園
支
配
の
実
態
や
、
相
論
の
対
抗
関
係
を
捉
え
る

う
え
で
重
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
建
治
相
論
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
高
橋
修
の
研
究
が
現
在
の
到
達
点
と
な
っ
て
お
り
、
円
満
院
内
部
の
親
湯
浅
派
・
反

湯
浅
派
の
抗
争
が
阿
弖
河
荘
支
配
体
制
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
湯
浅
氏
の
動
向
を
中
心
に
捉
え
る

高
橋
に
対
し
て
、
金
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
円
満
院
門
跡
に
よ
る
直
務
支
配
が
抗
争
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

円
満
院
に
よ
る
荘
園
支
配
の
動
向
も
踏
ま
え
て
、
建
治
相
論
に
至
る
過
程
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

（
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こ
の
よ
う
な
課
題
が
残
さ
れ
て
き
た
要
因
の
一
つ
に
、
阿
弖
河
荘
関
係
史
料
の
残
存
状
況
と
個
々
の
史
料
の
難
解
さ
が
あ
る
。
と
く
に

建
治
相
論
の
関
係
史
料
は
、
一
括
し
て
写
し
取
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
案
文
、
個
別
に
写
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
案
文
や
、
宛
名
の
な
い
書
状

な
ど
も
多
く
、
そ
れ
ら
が
本
来
誰
の
手
元
に
あ
り
、
ど
こ
で
案
文
が
作
成
さ
れ
た
の
か
が
容
易
に
つ
か
め
な
い
も
の
も
多
い
。
す
で
に
金

が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
阿
弖
河
荘
の
関
係
史
料
自
体
、
本
来
の
荘
園
領
主
円
満
院
・
寂
楽
寺
で
は
な
く
、
全
山
挙
げ
て
の
訴
訟

に
よ
り
荘
園
領
主
権
を
奪
い
取
っ
た
高
野
山
に
移
管
さ
れ
、
高
野
山
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
、
そ
の
原
形
態
を
つ
か

む
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。
阿
弖
河
荘
研
究
の
進
展
に
は
、
原
本
調
査
を
含
め
た
史
料
論
的
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の

課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
右
に
示
し
た
課
題
を
中
心
に
、
文
永
か
ら
建
治
に
い
た
る
相
論
の
過
程
と
実
態
を
改
め
て

整
理
し
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
文
永
相
論
の
再
検
討

（
一
）
文
永
年
間
の
相
論
と
対
抗
関
係

ま
ず
、
建
治
相
論
に
至
る
前
段
階
、
正
元
元
年
頃
か
ら
文
永
後
半
ま
で
の
、
荘
園
領
主
（
円
満
院
・
寂
楽
寺
）
と
地
頭
湯
浅
氏
の
争
い

に
つ
い
て
事
実
関
係
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

地
頭
湯
浅
氏
は
、
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）、
宗
光
の
妻
住
心
に
よ
る
寂
楽
寺
堂
舎
修
造
な
ど
の
功
に
よ
っ
て
、
円
満
院
門
跡
嵯
峨
宮

（
僧
正
法
円
）
よ
り
預
所
職
の
永
代
相
伝
を
認
め
ら
れ
、
地
頭
・
預
所
を
兼
帯
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
円
満
院
門
跡
に
桜
井
宮
覚
仁

法
親
王
（
後
鳥
羽
天
皇
皇
子
）
が
就
く
と
、
桜
井
宮
覚
仁
は
阿
弖
河
荘
の
直
務
支
配
を
開
始
し
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
前
後
か
ら
、

播
磨
法
橋
、
戸
賀
井
法
眼
を
預
所
に
補
任
し
、
湯
浅
氏
か
ら
預
所
職
を
奪
っ
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
こ
ろ
高
野
山
が
周
辺
荘
園
を
集
積
す
る

動
き
を
強
め
、
阿
弖
河
荘
に
も
地
頭
湯
浅
氏
を
通
じ
て
侵
略
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
抗
す
る
動
き
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

上
荘
地
頭
湯
浅
光
信
は
、
正
元
元
年
に
播
磨
法
橋
の
新
儀
非
法
を
訴
え
た
が
、
正
元
年
中
に
は
預
所
戸
賀
井
法
眼
か
ら
地
頭
兼
帯
を
武

（
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五

家
に
訴
え
ら
れ
た
と
い
う
。
だ
が
こ
の
と
き
は
和
与
に
よ
っ
て
訴
訟
は
止
め
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
頃
、
桜
井
宮
覚
仁
の
近
習
の
米
持
王
が
預
所
に
任
命
さ
れ
る
と
、
地
頭
尼
唯
心
・
湯
浅
宗
氏
（
宗

光
と
住
心
の
子
、
法
名
成
仏
）
は
、
米
持
王
を
通
じ
て
円
満
院
に
接
近
し
、
阿
弖
河
荘
を
地
頭
請
所
と
す
る
契
約
を
成
立
さ
せ
た
。
湯
浅

宗
氏
は
米
持
王
と
知
音
で
子
息
を
米
持
王
の
養
子
と
し
て
い
た
と
い
い
、
湯
浅
氏
は
円
満
院
内
部
に
私
的
な
縁
故
を
築
き
、
そ
れ
通
じ
て

地
頭
請
所
化
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
現
地
の
荘
官
・
百
姓
等
が
抵
抗
し
、「
荘
家
の
愁
訴
」
に
よ
っ
て
地
頭
請
所
は
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て

米
持
王
が
解
任
さ
れ
粉
河
讃
岐
房
が
新
預
所
と
な
る
と
、
讃
岐
房
は
地
頭
の
非
法
を
ふ
た
た
び
武
家
に
提
訴
し
た
。
こ
の
と
き
の
結
末
は

不
明
で
あ
る
が
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
一
〇
月
に
は
、
阿
弖
河
荘
雑
掌
の
「
重
訴
状
」
が
六
波
羅
に
出
さ
れ
、
上
村
・
下
村
地
頭
に

参
洛
命
令
が
下
っ
て
い
る
の
で
、
訴
訟
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
正
元
か
ら
文
永
二
年
頃
ま
で
の
間
は
、
円
満
院
桜
井
宮
覚
仁
に
よ
る
直
務
支
配
の
も
と
、
地
頭
湯
浅
氏
は
預
所
職
を
失
っ

た
が
、
円
満
院
内
部
に
私
的
縁
故
を
築
い
て
地
頭
請
所
を
実
現
し
た
。
高
橋
修
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
対
立
抗
争
の
本
質
は
、

円
満
院
の
機
構
内
部
で
の
親
湯
浅
派
と
そ
れ
と
対
抗
す
る
勢
力
の
政
治
抗
争
に
あ
っ
た
。

六
波
羅
で
の
裁
判
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
米
持
王
は
ふ
た
た
び
桜
井
宮
覚
仁
に
内
奏
を
経
て
預
所
に
還
補
さ
れ
た
。
し
か
し
文
永
三

年
（
一
二
六
六
）
四
月
桜
井
宮
覚
仁
が
没
し
た
こ
と
で
、
支
配
体
制
が
大
き
く
変
化
す
る
。
寂
楽
寺
別
当
で
あ
っ
た
任
快
法
印
が
、
桜
井

宮
覚
仁
の
死
去
直
前
に
、
桜
井
宮
か
ら
本
所
の
立
場
を
継
承
し
預
所
所
務
も
寺
家
に
付
け
ら
れ
た
と
称
し
て
、
阿
弖
河
荘
支
配
に
乗
り
出

し
た
の
で
あ
る
。

任
快
は
預
所
と
し
て
、
文
永
三
年
秋
、
早
速
年
貢
徴
収
に
臨
ん
だ
が
、
地
頭
湯
浅
宗
氏
が
「
年
貢
は
故
桜
井
宮
の
と
き
に
来
納
と
し
て

す
で
に
納
入
し
て
い
る
」
と
し
て
年
貢
納
入
を
拒
ん
だ
た
め
、
六
波
羅
探
題
に
提
訴
し
た
。
以
降
、
文
永
四
年
末
に
か
け
て
、
寂
楽
寺
（
預

所
任
快
）
と
上
下
荘
地
頭
唯
心
・
湯
浅
宗
氏
と
の
間
で
、
六
波
羅
法
廷
へ
の
提
訴
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
こ
の
時
期
の
訴

訟
は
法
勝
寺
末
寺
寂
楽
寺
領
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
、
年
貢
も
「
法
勝
寺
九
檀
護
摩
内
大
湯
室
修
理
用
途
・
寂
楽
寺
仏
性
灯
油
」
だ
と
主
張
さ
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れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
寂
楽
寺
（
預
所
任
快
）
対
地
頭
湯
浅
氏
の
間
の
年
貢
抑
留
を
主
た
る
争
点
と
す
る
相
論
で
あ
っ
た
。

任
快
が
訴
え
た
地
頭
の
年
貢
抑
留
と
は
、
地
頭
湯
浅
宗
氏
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
桜
井
宮
の
命
令
に
よ
る
来
納
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
徴
収

は
「
二
重
の
責
め
」
だ
と
し
た
が
、
任
快
は
こ
れ
を
前
預
所
米
持
王
と
宗
氏
と
の
私
的
な
結
託
に
よ
る
年
貢
の
抑
留
・
犯
用
だ
と
し
た
の

で
あ
る
。
ま
た
地
頭
請
所
に
つ
い
て
も
、
米
持
王
と
の
私
的
な
契
約
で
あ
っ
て
、
預
所
交
替
に
よ
っ
て
断
絶
し
て
い
る
と
し
て
否
定
し
た
。

地
頭
湯
浅
宗
氏
も
、
来
納
の
未
進
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
領
家
に
納
入
す
る
と
約
諾
の
書
状
を
し
た
た
め
た
が
（
文

永
四
年
四
月
二
三
日
）、
結
局
そ
れ
を
納
入
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
召
文
に
も
応
じ
ず
裁
判
は
停
滞
し
、
任
快
の
訴
え
は
奉
行
人
後
藤
左

衛
門
尉
（
基
綱
）
に
よ
り
棄
却
さ
れ
た
。

任
快
は
こ
れ
に
納
得
せ
ず
、
越
訴
奉
行
藤
内
兵
衛
尉
（
斎
藤
基
茂
（
唯
浄
））
に
付
し
て
再
度
訴
状
を
提
出
し
、
訴
訟
が
続
い
た
。
そ
の

年
の
秋
、
任
快
は
当
年
年
貢
の
徴
収
と
「
御
代
検
注
」
を
行
お
う
と
し
た
が
地
頭
の
拒
否
と
百
姓
の
逃
散
に
あ
い
果
た
せ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
任
快
は
逆
に
地
頭
唯
心
・
宗
氏
か
ら
、
荘
家
に
乱
入
し
地
頭
尼
唯
心
の
家
の
蔀
遣
戸
を
破
る
な
ど
の
恥
辱
に
及
ん
だ
と
し
て
訴

え
ら
れ
た
。
地
頭
の
訴
状
は
一
一
月
八
日
に
六
波
羅
に
提
出
さ
れ
、
一
一
月
二
〇
日
付
で
問
状
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
任
快
側
に
届
い

た
の
は
一
二
月
一
八
日
の
こ
と
で
、
そ
の
間
に
任
快
も
地
頭
の
年
貢
抑
留
・
検
注
拒
否
ほ
か
数
十
カ
条
の
非
法
を
六
波
羅
に
訴
え
、
一
二

月
六
日
に
は
六
波
羅
殿
の
御
教
書
を
申
し
下
さ
れ
て
い
た
と
い
い
、
双
方
か
ら
訴
状
が
出
さ
れ
る
と
い
う
事
態
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ

も
結
局
問
答
は
開
か
れ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
事
態
の
な
か
で
、
文
永
五
年
一
一
月
、
円
満
院
門
跡
の
円
助
法
親
王
が
桜
井
宮
覚
仁
の
遺
領
を
相
続
し
、
阿
弖
河
荘
は
ふ
た

た
び
円
満
院
を
本
所
と
し
て
そ
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
寂
楽
寺
の
別
当
任
快
は
引
き
続
き
預
所
の
立
場
に
あ
っ
た
が
、

上
荘
地
頭
湯
浅
宗
親
（
宗
氏
・
唯
心
子
息
）
か
ら
ふ
た
た
び
荘
家
乱
入
を
六
波
羅
に
提
訴
さ
れ
た
た
め
、
文
永
六
年
に
子
息
の
按
察
阿
闍

梨
に
預
所
を
譲
与
し
引
退
し
た
。
新
預
所
の
按
察
阿
闍
梨
は
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
七
月
、
地
頭
湯
浅
宗
親
と
和
与
し
て
宗
親
と
の
相

論
を
終
ら
せ
る
こ
と
と
し
、「
上
下
荘
公
用
百
八
貫
八
百
廿
三
文
」
で
地
頭
請
所
と
す
る
こ
と
を
契
約
し
た
。
地
頭
宗
親
は
鬱
訴
を
散
じ
て

い
な
か
っ
た
が
荘
務
を
全
う
す
る
た
め
こ
れ
に
応
じ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
預
所
按
察
阿
闍
梨
が
和
与
し
た
の
は
、
任
快
が
提
訴
さ
れ
た
こ
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紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
後
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

七

と
で
自
分
の
科
が
明
ら
か
に
な
る
の
を
恐
れ
た
た
め
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
本
所
円
満
院
の
支
配
と
な
っ
た
こ
と
で
任

快
・
按
察
阿
闍
梨
は
荘
園
支
配
に
直
接
関
与
し
て
地
頭
と
敵
対
す
る
よ
り
も
、
預
所
得
分
の
確
保
に
重
き
を
お
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
ほ
ど
な
く
和
与
は
破
棄
さ
れ
た
。
後
の
建
治
相
論
の
な
か
で
の
円
満
院
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
宗
親
の
年
貢
未
進
に
よ
り
地
頭

請
所
を
停
止
し
、
雑
掌
職
を
解
任
し
た
と
し
、
新
た
な
雑
掌
と
し
て
馬
入
道
願
蓮
を
任
じ
た
と
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
文
永
一
〇
年
（
一
二
七
三
）
六
月
、
円
満
院
円
助
法
親
王
の
相
続
か
ら
五
年
経
っ
て
よ
う
や
く
、
代
替
り
の
大
検
注
が
実
施

さ
れ
た
。
こ
の
検
注
目
録
に
は
、
円
満
院
御
使
願
蓮
・
地
頭
藤
原
女
（
唯
心
カ
）・
公
文
が
連
署
し
て
お
り
、
地
頭
湯
浅
氏
と
本
所
円
満
院

と
の
間
に
協
調
体
制
が
成
立
し
、
検
注
が
実
現
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
同
年
八
月
、
地
頭
宗
親
と
預
所
按
察
阿
闍
梨
と
の
間
で
「
自
今
以
後
、
隔
心
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
「
芳
談
」
が
な
さ
れ
、

再
び
和
与
が
成
立
し
た
。
宗
親
は
「
預
所
代
」
と
い
う
立
場
と
な
り
、
改
め
て
請
所
契
約
が
結
ば
れ
た
。
た
だ
し
円
満
院
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
こ
の
と
き
宗
親
を
「
雑
掌
」
に
再
任
し
た
と
捉
え
て
い
た
。

高
橋
修
は
、
こ
こ
に
本
所
・
地
頭
間
、
領
家
・
地
頭
間
の
協
調
体
制
が
成
立
し
た
と
し
、
こ
れ
を
「
場
当
た
り
的
な
妥
協
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
が
百
姓
の
闘
争
形
態
を
よ
り
主
体
的
な
も
の
に
転
換
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
捉
え
た
。
つ

ま
り
、
こ
こ
に
領
主
各
層
対
百
姓
の
対
立
構
造
が
現
出
し
、
そ
れ
が
百
姓
闘
争
の
形
態
を
変
化
さ
せ
、
領
主
各
層
の
協
調
体
制
を
崩
壊
さ

せ
た
と
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
協
調
体
制
の
内
実
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
評
価
す
る
か
は
、
こ
の
後
の
百
姓
の
闘
争
と
建
治
相
論
を
捉
え
る
う
え
で
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
で
あ
る
。
高
橋
は
、
円
助
の
寺
領
相
続
か
ら
検
注
の
実
施
ま
で
五
年
を
費
や
し
た
が
、
こ
れ
は
周
到
な
準
備
の
う
え
満
を
持
し
て
の
大

検
注
で
あ
っ
た
と
し
、
八
月
の
湯
浅
宗
親
の
預
所
補
任
は
大
検
注
へ
の
協
力
に
対
す
る
恩
賞
と
い
う
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と

捉
え
た
。

し
か
し
、
八
月
に
湯
浅
宗
親
が
任
じ
ら
れ
た
の
は
史
料
上
で
は
「
雑
掌
」
と
あ
り
、
預
所
に
任
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
高
橋

典
幸
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
宗
親
は
「
預
所
代
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
高
橋
典
幸
は
雑
掌
＝
預
所
代
職
と
し
た
が
、
地
頭
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八

宗
親
が
雑
掌
に
任
じ
ら
れ
た
と
す
る
の
は
建
治
相
論
の
な
か
で
本
所
側
に
よ
る
主
張
で
あ
り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
預
所
か
預
所
代
か
、

雑
掌
か
の
違
い
は
些
末
な
こ
と
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
協
調
体
制
の
内
実
を
考
え
る
う
え
で
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
文
永
一
〇
年
の
協

調
体
制
が
な
ぜ
実
現
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
次
節
で
は
文
永
五
年
の
支
配
体
制
の
転
換
か
ら
、
文
永
一
〇
年
の
協
調
体
制
成
立
の
過
程
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
証
を
お
こ
な

い
た
い
。

（
二
）
円
満
院
に
よ
る
阿
弖
河
荘
支
配
の
再
編
と
「
協
調
体
制
」
の
内
実

ま
ず
文
永
五
年
一
一
月
以
降
円
満
院
門
跡
円
助
の
管
領
下
と
な
っ
て
か
ら
の
、
預
所
と
地
頭
、
円
満
院
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

そ
れ
を
う
か
が
え
る
史
料
と
し
て
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
、
建
治
相
論
の
な
か
で
円
満
院
側
が
訴
状
具
書
と
し
て
作
成
し
た

預
所
と
雑
掌
の
任
免
に
つ
い
て
記
し
た
注
進
状
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
寂
楽
寺
別
当
任
快
が
預
所
で
あ
っ
た
と
き
、
文
永
三
年
～
五
年
に
は
雑
掌
と
し
て
四
郎
左
衛
門
尉
景
実
が
知
行
し
、

文
永
六
年
に
預
所
が
任
快
か
ら
子
息
の
按
察
阿
闍
梨
に
譲
与
さ
れ
る
と
、
雑
掌
に
は
大
夫
阿
闍
梨
印
顕
が
任
じ
ら
れ
、
そ
の
後
、
文
永
七

年
に
湯
浅
宗
親
が
種
々
大
望
を
申
し
た
た
め
に
雑
掌
を
宛
て
給
わ
っ
た
が
、
年
貢
未
進
の
た
め
に
召
し
返
し
、
馬
入
道
願
蓮
に
新
た
に
宛

て
給
わ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
文
永
一
〇
年
、
宗
親
が
懇
望
し
た
の
で
雑
掌
を
宛
て
給
わ
っ
た
が
、
百
姓
等
の
逃
亡
が
起
き
た
た
め
召
し

返
し
従
蓮
に
宛
て
給
わ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
円
満
院
側
は
、
預
所
の
下
に
雑
掌
を
置
き
、
文
永
七
年
、
文
永
一
〇
年
（
八
月
）
に
宗
親
が
懇
望
し
た
の
で
雑
掌
に
任
じ
た

が
、
そ
の
後
解
任
し
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
建
治
相
論
で
本
所
円
満
院
側
は
、
文
永
七
年
の
預
所
按
察
阿
闍
梨
と
地
頭
宗
親
と
の
和

与
、
文
永
一
〇
年
八
月
の
和
与
を
、「
跡
形
も
無
き
虚
誕
」
と
し
、
こ
の
と
き
の
契
約
を
本
所
か
ら
宗
親
を
雑
掌
職
に
任
命
し
た
と
す
る
意

図
的
な
読
み
替
え
を
し
て
い
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
文
永
一
〇
年
六
月
に
大
検
注
が
行
わ
れ
た
段
階
で
は
、

文
永
七
年
の
和
与
が
破
ら
れ
、
預
所
と
地
頭
宗
親
と
は
再
び
敵
対
し
、
雑
掌
に
は
宗
親
と
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
願
蓮
が
任
じ
ら
れ
て
い
た

（
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九

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
馬
入
道
願
蓮
に
つ
い
て
は
、
高
橋
修
が
詳
し
く
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
桜
井
宮
覚
仁
の
時
に
円
満
院
の
代
官
・
御
使
と
し
て
阿
弖

河
荘
経
営
に
関
与
し
、
そ
の
と
き
地
頭
宗
親
と
激
し
く
敵
対
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
桜
井
宮
の
没
後
は
、
任
快
・
按
察
阿
闍
梨
の
所
従
と

し
て
阿
弖
河
荘
経
営
に
関
わ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
地
頭
館
の
襲
撃
に
も
加
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
後
に
宗
親
は
願
蓮
が
地
頭
代
の
妻
を
押

し
取
り
懐
抱
し
た
こ
と
も
訴
え
て
い
る
。
願
蓮
は
、
宗
親
に
と
っ
て
は
荘
園
現
地
で
抗
争
し
た
相
手
で
あ
っ
た
。
そ
の
願
蓮
が
地
頭
宗
親

に
か
わ
っ
て
ふ
た
た
び
阿
弖
河
荘
の
荘
務
に
関
与
し
、
文
永
一
〇
年
大
検
注
の
際
に
も
本
所
御
使
の
立
場
で
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
円
満
院
門
跡
円
助
の
支
配
と
な
っ
て
か
ら
、
大
検
注
実
施
ま
で
の
五
年
の
間
は
、
高
橋
修
の
い
う
よ
う
な
検
注
へ
の
周
到
な
準

備
期
間
と
い
う
よ
り
は
、
一
時
的
に
文
永
七
年
に
和
与
が
成
っ
た
と
は
い
え
、
実
際
に
は
預
所
と
地
頭
の
敵
対
関
係
、
雑
掌
と
地
頭
の
敵

対
関
係
が
続
い
て
お
り
、
代
替
検
注
が
実
施
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
願
蓮
が
、
高
橋
修
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
桜
井
宮
覚
仁
に
よ
っ
て
御
使
・
代
官
と
し
て
起
用
さ
れ
た
人
物
で

あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
こ
で
願
蓮
が
起
用
さ
れ
た
の
は
、
円
満
院
に
よ
る
直
務
支
配
強
化
の
動
き
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

か
つ
て
桜
井
宮
覚
仁
の
と
き
、
覚
仁
は
そ
れ
ま
で
の
預
所
中
心
の
支
配
体
制
か
ら
、
円
満
院
公
文
所
、
円
満
院
の
派
遣
す
る
御
使
、
現

地
の
公
文
を
中
心
と
し
て
直
務
支
配
を
強
化
し
た
こ
と
が
金
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
覚
仁
の
直
務
支
配
の
時

期
の
文
書
の
残
存
状
況
の
特
徴
と
し
て
、
公
文
が
出
し
た
文
書
の
正
文
が
そ
の
時
期
に
の
み
残
存
し
て
い
る
こ
と
も
前
稿
で
明
ら
か
に
し

た
。
文
永
五
年
以
降
の
状
況
を
み
る
と
、
そ
れ
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
文
永
九
年
の
こ
と
で
、
上
村
公
文
か
ら
田
代
・
綿
等
の
注
文

や
、
臥
田
、
逃
亡
跡
の
注
文
が
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
正
文
が
残
存
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
後
も
、
文
永
一
一
年
に
下
村
公
文
乗
蓮
（
紀

光
季
）、
上
村
公
文
酒
部
安
則
か
ら
草
刈
人
注
文
が
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
願
蓮
が
雑
掌
と
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
直
務
支
配
が
強
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

こ
う
し
た
円
満
院
の
直
務
支
配
強
化
の
な
か
で
、
文
永
一
〇
年
六
月
、
地
頭
湯
浅
氏
も
協
調
し
て
、
代
替
り
の
大
検
注
が
実
現
し
た
。

で
は
地
頭
湯
浅
氏
は
な
ぜ
こ
こ
で
協
調
の
姿
勢
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 （
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こ
の
と
き
作
成
さ
れ
た
検
注
目
録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
検
注
の
一
部
（
畠
桑
柿
栗
林
漆
）
は
、
建
久
四
年
の
検
注
を
引
き
写
し
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
田
地
に
つ
い
て
は
建
久
四
年
検
注
目
録
で
は
田
数
五
〇
町
八
歩
、
定
田
二
八
町
五
段
三
〇
歩
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
文
永
一
〇
年
検
注
目
録
で
は
田
代
三
七
町
三
段
二
〇
歩
、
定
田
一
一
町
三
段
六
〇
歩
と
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
し
て
検
注
目

録
が
作
成
さ
れ
た
数
日
後
、
御
使
願
蓮
に
よ
っ
て
臥
（
伏
）
田
二
〇
町
と
地
頭
そ
の
他
の
出
田
が
確
認
さ
れ
、
臥
田
の
勘
料
が
計
上
さ
れ
、

そ
の
大
半
が
す
で
に
納
入
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
検
注
は
、
実
検
で
は
な
く
、
地
頭
の
申
告
に
従
っ
た
居
合
検
注

で
あ
っ
た
。
地
頭
が
検
注
実
施
に
合
意
し
た
の
も
、
居
合
検
注
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
円
満
院
は
地
頭
湯
浅
氏
に
譲
歩
す
る
こ
と
で
、

よ
う
や
く
代
替
り
検
注
が
実
施
で
き
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
六
月
の
検
注
の
後
、
八
月
に
、
預
所
按
察
阿
闍
梨
と
地
頭
宗
親
と
の
間
で
、「
自
今
以
後
、
隔
心
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
「
芳

談
」
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
内
容
の
契
約
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
本
所
側
は
こ
の
と
き
文
永
一
〇
年
八
月
に
、
宗
親
の
懇
望
に
よ
り
御
恩
と
し
て
雑
掌
職
に
任
じ
た
、
と
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
こ
の
内
容
を
記
し
た
史
料
は
、
後
の
建
治
相
論
で
の
訴
陳
状
で
あ
る
た
め
、
慎
重
に
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。

の
ち
の
建
治
相
論
の
な
か
で
、
本
所
側
は
証
拠
文
書
と
し
て
こ
の
と
き
宗
親
が
出
し
た
請
文
を
提
出
し
た
。
そ
れ
は
、「
雑
掌
職
を
改
め

ら
る
る
と
雖
も
、
違
乱
を
致
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
内
容
で
、「
平
に
御
恩
を
蒙
り
、
御
年
貢
・
御
公
事
以
下
細
々
物
、
一
事
さ
ら
に
懈
怠

を
致
す
べ
か
ら
ず
。
御
領
が
た
め
、
百
姓
が
た
め
、
非
法
を
致
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
宗
親
請
文
に
実
際
に
「
雑
掌
職
」
と
い
う
文
言
が
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
り
、
ま
た
当
初
の
訴
状
で
は
、「
預
所

0

0

の
恩
顧
」
に
よ
る

任
命
だ
と
し
て
い
た
の
が
、
後
の
訴
状
で
は
「
本
所

0

0

の
御
恩
」
と
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
所
円
満
院
は
宗
親
を
雑
掌
に
任

じ
る
と
い
う
明
確
な
形
を
と
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
預
所
と
地
頭
の
間
で
結
ば
れ
た
契
約
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
宗
親
は
、
円
満
院
側
が
具
書
と
し
て
提
出
し
た
こ
の
宗
親
請
文
は
謀
書
だ
と
反
駁
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
の
契
状
は
、
文
永
七
年

に
預
所
按
察
阿
闍
梨
と
の
間
で
一
旦
和
与
成
立
し
た
和
与
が
破
棄
さ
れ
た
後
、
文
永
一
〇
年
に
ふ
た
た
び
預
所
按
察
阿
闍
梨
と
和
与
を
し

た
と
き
に
、
宗
親
側
も
今
後
の
和
融
の
儀
を
存
じ
て
書
き
与
え
た
契
状
で
あ
り
、
請
文
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
だ
が
、「
預
所
恩
顧
の
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間
、
彼
の
意
に
任
す
べ
し
」
と
の
文
言
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
、
宗
親
は
按
察
阿
闍
梨
が
出
し
た
案
文
の
ま
ま
に
書
き
与
え
た
と

し
て
い
る
よ
う
に
、
和
与
・
請
所
契
約
と
と
も
に
、
預
所
代
と
す
る
契
約
を
結
び
、
提
出
し
た
の
が
こ
の
請
文
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
す
の
が
、
円
満
院
側
が
宗
親
を
「
代
官
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
建
治
訴
訟
開
始
前
に
、
唯

浄
（
斎
藤
基
茂
）
が
円
満
院
に
訴
訟
方
式
に
つ
い
て
答
申
し
た
文
書
の
な
か
に
、「
預
所
の
使
者
僧
の
申
す
如
く
ん
ば
、
預
所
職
を
地
頭
に

申
し
つ
け
ら
る
と
云
々
。
然
ら
ば
上
荘
は
雑
掌
な
き
か
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
建
治
訴
訟
の
開
始
直
前
の
段
階

で
、
預
所
職
は
事
実
上
地
頭
宗
親
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
雑
掌
が
不
在
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
同
時
に
、「
は
た
ま

た
地
頭
た
り
と
雖
も
、
雑
掌
に
望
み
補
す
の
上
は
…
」
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
地
頭
が
雑
掌
に
補
任
さ
れ
て
い
る
と
も
認
識
さ
れ
て
お
り
、

本
所
側
の
宗
親
の
位
置
づ
け
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
預
所
按
察
阿
闍
梨
と
地
頭
宗
親
と
の
約
諾
が
成
っ
た
後
か
と
思
わ
れ
る
八
月
一
〇
日
に
、
円
満
院
門
跡
円
助

の
奉
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
地
頭
湯
浅
宗
親
に
対
し
、
検
注
目
録
の
通
り
年
貢
や
恒
例
臨
時
の
御
公
事
の
納
入
を
命
じ
、

ま
た
来
納
に
つ
い
て
の
利
分
を
取
り
決
め
、「
い
さ
さ
か
も
残
り
て
候
は
ば
、
沙
汰
し
返
さ
れ
て
後
、
御
領
を
召
し
返
さ
れ
候
べ
く
候
」
と

通
達
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
所
円
満
院
も
、
預
所
と
地
頭
の
和
与
・
地
頭
請
所
契
約
を
う
け
て
、
そ
れ
を
承
認
し
、
年
貢
・
公
事
の

納
入
、
来
納
に
つ
い
て
地
頭
宗
親
に
命
令
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
来
納
の
記
載
も
あ
る
よ
う
に
、
円
満
院
は
地
頭
請
所
（
事
実
上
の
預
所

兼
帯
）
を
容
認
す
る
こ
と
で
、
来
納
に
も
期
待
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
円
満
院
の
地
頭
宗
親
の
位
置
づ
け
に
対
す
る
曖
昧
さ
と
、
年
貢
取

得
を
優
先
す
る
姿
勢
が
、
こ
の
後
の
建
治
相
論
に
も
影
響
を
与
え
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
円
満
院
門
跡
円
助
の
相
続
以
降
、
円
満
院
は
直
務
支
配
体
制
の
強
化
を
は
か
り
、
地
頭
の
協
力
を
え
て
大
検
注
を
実
施

す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
あ
る
程
度
実
現
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
実
態
と
し
て
は
預
所
按
察
阿
闍
梨
と
地
頭
宗
親
と
の
間
で
結
ば
れ
た
地

頭
請
所
・
預
所
代
官
の
契
約
（
実
質
的
な
預
所
兼
帯
）
を
、
円
満
院
が
容
認
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
文
永
一
〇

年
の
協
調
体
制
の
内
実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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（
三
）「
協
調
体
制
」
の
崩
壊

そ
れ
で
は
、
こ
の
協
調
体
制
が
ど
の
よ
う
に
崩
壊
し
て
い
っ
た
の
か
。
次
に
翌
文
永
一
一
年
の
百
姓
等
の
逃
散
以
降
の
状
況
を
み
て
み

た
い
。

文
永
一
一
年
、
阿
弖
河
荘
百
姓
が
一
荘
あ
げ
て
逃
散
す
る
事
態
が
起
こ
っ
た
。
使
者
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
百
姓
等
は
杣
取
材
木
の
津
出

の
役
に
対
し
て
、
地
頭
非
法
に
こ
と
寄
せ
て
逃
散
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
逃
散
に
対
し
て
、
円
満
院
は
一
一
月
二
四
日
御
教
書
を
下

し
て
、
ま
ず
は
百
姓
に
は
還
住
と
、
役
を
全
う
す
る
こ
と
を
命
じ
、
そ
し
て
地
頭
に
は
新
儀
非
法
を
停
止
す
る
よ
う
命
じ
た
。
下
荘
は
還

住
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
上
荘
百
姓
は
そ
の
後
も
逃
散
が
続
き
、
翌
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
三
月
、
上
荘
百
姓
は
地
頭
の
新
儀
非
法
二

〇
余
ヶ
条
を
書
き
上
げ
、
直
接
円
満
院
に
訴
え
た
。

こ
の
百
姓
の
逃
散
に
つ
い
て
、
地
頭
宗
親
は
前
雑
掌
願
蓮
の
煽
動
を
疑
っ
て
い
た
が
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
本

所
は
こ
の
逃
散
を
予
期
し
て
お
ら
ず
、
百
姓
等
の
独
自
の
判
断
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
地
頭
非
法
に
こ
と
よ
せ
て
本
所
方
へ
の
材
木

津
出
役
を
拒
否
し
て
、
本
所
に
地
頭
非
法
停
止
の
要
求
を
突
き
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
高
橋
修
が
示
し
た
よ
う
に
、
文
永
一
〇

年
の
協
調
体
制
に
対
し
て
百
姓
等
が
主
体
的
に
闘
争
を
行
っ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
前
節
で
み
た
よ
う
に
、

こ
の
と
き
の
本
所
が
、
桜
井
宮
覚
仁
の
と
き
の
よ
う
な
直
務
支
配
体
制
を
確
立
で
き
ず
、
実
質
的
に
地
頭
の
預
所
兼
帯
を
容
認
す
る
か
た

ち
で
合
意
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
百
姓
等
の
反
発
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
建
治
元
年
三
月
の
百
姓
言
上
状
を
う
け
て
円
満
院
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
だ
ろ
う
か
。
円
満
院
は
ま
ず
三
月
八
日
円
助
の
御
教

書
を
出
し
、
家
司
左
衛
門
尉
孝
重
を
通
じ
て
、
訴
え
の
内
容
を
地
頭
宗
親
に
通
達
し
、
事
実
で
あ
る
な
ら
非
法
を
停
止
し
勧
農
を
お
こ
な

う
よ
う
命
じ
た
。
宗
親
は
、
翌
三
月
九
日
付
で
御
教
書
に
対
す
る
請
文
を
提
出
し
、「
百
姓
申
状
を
い
た
だ
け
れ
ば
一
々
陳
じ
申
す
」
と
返

答
し
た
が
、
こ
の
訴
え
が
非
分
に
雑
掌
職
を
望
む
者
（
願
蓮
）
の
讒
訴
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
。

宗
親
の
請
文
を
請
け
取
っ
た
円
満
院
公
文
所
は
、
宗
親
の
請
文
の
内
容
を
審
議
し
、
宗
親
の
主
張
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
早
く

百
姓
を
還
住
さ
せ
る
よ
う
直
接
宗
親
に
命
令
す
べ
き
だ
と
し
、
預
所
按
察
阿
闍
梨
に
通
達
す
る
と
と
も
に
、
地
頭
宗
親
に
も
直
接
命
令
を
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一
三

下
し
た
。

こ
の
よ
う
に
円
満
院
は
公
文
所
を
中
心
と
し
て
、
百
姓
訴
状
、
宗
親
請
文
を
審
議
し
、
御
教
書
を
家
司
孝
重
・
円
助
の
坊
官
で
あ
る
浄
信

を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
地
頭
宗
親
・
預
所
按
察
阿
闍
梨
に
通
達
す
る
な
ど
、
円
満
院
機
構
内
で
裁
判
を
行
い
解
決
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
。

宗
親
は
、
再
三
の
御
教
書
に
対
し
て
、
百
姓
が
還
住
し
た
な
ら
ば
非
法
を
停
止
す
る
と
請
文
を
提
出
し
、
上
村
百
姓
が
訴
え
た
加
徴
に

つ
い
て
は
少
々
免
除
す
る
と
し
、
ま
た
預
所
の
も
と
に
参
上
す
る
と
述
べ
た
が
、
円
満
院
で
は
、
宗
親
が
問
答
に
応
じ
ず
非
法
を
停
止
し

な
け
れ
ば
、
雑
掌
を
解
任
し
て
武
家
に
提
訴
す
る
こ
と
も
想
定
し
て
、
幕
府
の
法
曹
官
僚
の
唯
浄
に
助
言
を
求
め
た
。

上
村
百
姓
も
円
満
院
の
命
令
に
応
じ
て
よ
う
や
く
還
住
し
た
が
、
そ
の
後
も
地
頭
非
法
は
止
ま
ず
、
百
姓
等
は
建
治
元
年
五
月
ふ
た
た

び
三
カ
条
の
申
状
を
円
満
院
に
提
出
し
た
。
こ
れ
は
漢
文
で
書
か
れ
た
申
状
で
、
仲
村
研
は
こ
れ
を
寂
楽
寺
雑
掌
が
主
導
し
て
作
成
し
た

も
の
と
し
、
河
野
通
明
は
こ
れ
は
六
波
羅
へ
提
出
さ
れ
た
申
状
で
、
そ
の
作
成
過
程
で
唯
浄
へ
の
確
認
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
捉
え
た
が
、

黒
田
弘
子
は
、
仲
村
・
河
野
の
見
解
を
批
判
し
、
こ
の
申
状
は
百
姓
側
の
要
求
を
認
識
し
て
百
姓
サ
イ
ド
に
立
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と

し
、
ま
た
六
波
羅
に
提
訴
が
な
さ
れ
た
の
は
九
月
が
最
初
で
あ
り
、
こ
れ
は
六
波
羅
へ
の
訴
状
で
は
な
い
と
し
た
。
高
橋
典
幸
も
黒
田
の

見
解
を
補
強
し
て
お
り
、
こ
れ
は
六
波
羅
へ
の
訴
状
で
は
な
く
、
円
満
院
に
提
出
さ
れ
た
訴
状
で
あ
る
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
、
円
満
院
側
の
動
き
を
示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
動
き
は
わ
か
ら
な
い
。

そ
う
し
た
な
か
六
月
一
七
日
、
地
頭
方
は
上
村
百
姓
二
八
人
、
馬
牛
八
疋
を
搦
め
捕
る
と
い
う
行
為
に
出
た
。
こ
れ
は
百
姓
等
が
本
所

に
提
訴
し
た
こ
と
に
対
す
る
報
復
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
円
満
院
は
、
六
波
羅
探
題
提
訴
へ
向
け
て
本
格
的
に
動
き
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
円
満
院
は
文
永
一
一
年
の
百
姓
の
逃
散
以
降
、
本
所
裁
判
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
が
、
そ
れ
で

は
地
頭
の
非
法
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
文
永
一
〇
年
の
協
調
体
制
が
地
頭
に
優
位
な
か
た
ち
で
合
意
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

こ
と
に
要
因
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
円
満
院
は
百
姓
の
要
求
に
も
独
力
で
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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一
四

二
、
建
治
相
論
の
再
検
討

（
一
）
六
波
羅
裁
判
に
お
け
る
対
抗
関
係

次
に
建
治
相
論
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。
円
満
院
は
唯
浄
を
指
南
役
と
し
て
六
波
羅
へ
の
提
訴
の
準
備
を
は
じ
め
、
七
月
に
新
雑
掌

に
従
蓮
を
任
命
し
、
九
月
、
六
波
羅
へ
の
訴
状
を
提
出
し
た
。
こ
こ
に
本
格
的
に
六
波
羅
法
廷
で
の
裁
判
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

建
治
相
論
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
で
整
理
し
た
よ
う
に
、
訴
訟
の
主
体
を
円
満
院
と
す
る
か
寂
楽
寺
と
す
る
か
の
見
解
の
相
違
が
あ

る
が
、
こ
の
問
題
は
、
建
治
相
論
の
本
質
と
対
抗
関
係
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
仲
村
研
は
、
荘
園
領
主
寂
楽
寺

対
地
頭
湯
浅
氏
の
対
抗
を
基
本
と
し
て
捉
え
、
訴
訟
に
臨
ん
だ
荘
園
領
主
（
領
家
寂
楽
寺
）
側
の
人
的
体
制
を
、
任
快
子
息
按
察
阿
闍
梨
、

そ
の
所
従
（
預
所
代
）
馬
入
道
願
蓮
、
雑
掌
従
蓮
と
そ
の
背
景
の
斎
藤
唯
浄
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
河
野
通
明
は
、
任
快
・
按
察
阿
闍

梨
等
寂
楽
寺
は
相
論
に
は
関
与
し
て
お
ら
ず
、
訴
訟
主
体
は
円
満
院
門
跡
円
助
法
親
王
で
あ
っ
た
と
し
、
た
だ
し
地
頭
宗
親
は
真
の
訴
訟

相
手
を
円
満
院
だ
と
は
見
抜
け
ず
、
雑
掌
と
そ
の
背
後
の
任
快
一
派
だ
と
信
じ
て
い
た
と
し
た
。
ま
た
黒
田
弘
子
は
、
訴
訟
主
体
を
寂
楽

寺
と
捉
え
、
幕
府
法
曹
官
僚
の
唯
浄
を
寂
楽
寺
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
と
し
、
こ
の
相
論
を
預
所
職
を
も
つ
領
家
寂
楽
寺
と
地
頭
請
所
を

主
張
す
る
湯
浅
氏
と
の
、
荘
務
権
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
っ
た
と
捉
え
た
。
高
橋
典
幸
は
、
預
所
を
掌
握
し
て
い
た
按
察
阿
闍
梨
（
寂
楽
寺
）

も
円
満
院
の
指
揮
の
も
と
で
相
論
に
関
わ
っ
て
い
た
と
み
た
。

こ
の
段
階
の
訴
訟
主
体
が
円
満
院
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
節
で
の
考
察
か
ら
も
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
預
所
按
察
阿
闍
梨
の
関
与

に
つ
い
て
は
、
建
治
元
年
三
月
段
階
に
お
い
て
は
預
所
按
察
阿
闍
梨
が
円
満
院
か
ら
地
頭
非
法
停
止
・
勧
農
沙
汰
の
命
令
を
受
け
て
お
り
、

関
与
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
高
橋
典
幸
の
指
摘
し
た
通
り
だ
が
、
建
治
元
年
九
月
以
降
の
六
波
羅
法
廷
で
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
預
所
按

察
阿
闍
梨
・
寂
楽
寺
は
直
接
の
関
与
は
し
て
い
な
い
。
だ
が
領
家
寂
楽
寺
が
無
関
係
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
黒
田
・
高
橋
典
幸
も
注

目
し
た
よ
う
に
、
訴
訟
を
担
当
し
た
雑
掌
静
舜
は
円
満
院
令
旨
と
と
も
に
寂
楽
寺
挙
状
を
以
て
訴
訟
に
臨
ん
で
お
り
、
ま
た
按
察
阿
闍
梨

か
ら
文
書
正
文
を
取
り
寄
せ
る
な
ど
、
訴
訟
準
備
過
程
で
の
や
り
取
り
も
確
認
さ
れ
る
（
後
述
）。
建
治
相
論
に
お
い
て
寂
楽
寺
は
前
面
に
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一
五

は
登
場
し
な
か
っ
た
も
の
の
円
満
院
主
導
の
訴
訟
に
期
待
し
協
力
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

で
は
河
野
が
、
地
頭
湯
浅
氏
は
訴
訟
相
手
を
任
快
一
派
だ
と
捉
え
て
真
の
訴
訟
相
手
を
見
抜
け
な
か
っ
た
と
し
た
点
に
つ
い
て
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
こ
の
段
階
で
円
満
院
が
六
波
羅
法
廷
へ
の
提
訴
に
踏
み
切
っ
た
目
的
は
、
地
頭
湯
浅
氏
を
重
科
に
処
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
地

頭
湯
浅
氏
を
罪
科
に
処
し
て
荘
園
支
配
か
ら
排
除
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
初
度
の
訴
状
に
、
地
頭
の
身
を
召
し
上
げ
重
科
に

処
し
て
欲
し
い
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
ま
た
建
治
二
年
六
月
の
訴
状
で
は
明
確
に
、
地
頭
職
を
改
易
し
て
欲
し
い
、
と
あ
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。
訴
陳
の
な
か
で
は
、
非
法
狼
藉
の
実
否
、
地
頭
請
所
の
正
当
性
や
預
所
兼
帯
の
実
否
な
ど
、
提
出
し
た
具
書
の
真
偽

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
争
点
が
あ
っ
た
が
、
荘
務
権
の
所
在
や
預
所
兼
帯
の
実
否
自
体
が
こ
の
訴
訟
の
本
質
的
な
争
点
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
段
階
で
、
地
頭
湯
浅
氏
が
真
の
訴
訟
相
手
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

次
に
こ
の
点
の
こ
の
検
証
も
含
め
、
訴
訟
に
関
わ
っ
た
唯
浄
、
雑
掌
従
蓮
、
沙
汰
雑
掌
静
舜
、
快
猷
に
注
目
し
て
建
治
相
論
の
過
程
を

再
検
証
し
た
い
。

（
二
）
六
波
羅
訴
訟
の
開
始

円
満
院
が
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
六
波
羅
へ
の
提
訴
を
お
こ
な
う
た
め
、
ま
ず
お
こ
な
っ
た
の
は
、
新
雑
掌
の
任
命
で
あ
っ
た
。

七
月
四
日
、
沙
弥
従
蓮
が
阿
弖
河
荘
上
村
・
下
村
の
雑
掌
に
就
任
し
た
。
こ
の
と
き
円
満
院
は
従
蓮
に
起
請
文
を
書
か
せ
て
い
る
。
こ
の

従
蓮
と
は
、
唯
浄
の
推
薦
に
よ
る
も
の
で
、
六
波
羅
探
題
南
方
の
北
条
宗
輔
の
後
見
南
条
頼
員
の
舅
で
、
先
々
武
家
に
お
い
て
訴
訟
に
も

通
じ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
。

新
雑
掌
の
任
命
は
、
高
橋
典
幸
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
頭
非
法
を
訴
え
る
に
は
、
雑
掌
が
必
要
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
円
満
院

は
唯
浄
に
六
波
羅
へ
の
訴
訟
の
方
法
に
つ
い
て
諮
問
し
て
お
り
、
唯
浄
は
三
つ
の
訴
訟
方
法
、
①
中
分
を
求
め
る
訴
訟
、
②
百
姓
等
の
解

に
よ
る
訴
訟
、
③
雑
掌
に
よ
る
訴
訟
に
つ
い
て
そ
の
可
否
を
答
申
し
て
い
た
。
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六

ま
ず
、
①
の
中
分
は
新
補
地
頭
の
場
合
に
は
例
が
あ
る
が
、
本
補
地
頭
で
地
頭
が
承
伏
し
な
い
場
合
に
は
傍
例
は
な
く
、
六
波
羅
で
は

な
く
関
東
で
の
訴
訟
と
な
る
と
し
て
否
定
的
見
解
を
示
し
、
②
百
姓
の
解
を
六
波
羅
に
取
り
次
ぐ
形
で
の
訴
訟
の
場
合
に
は
、
地
頭
非
法

の
場
合
に
は
雑
掌
が
、
雑
掌
の
非
法
の
場
合
に
は
地
頭
が
取
り
次
ぎ
提
訴
す
る
の
が
傍
例
で
あ
る
が
、
上
荘
の
場
合
、
地
頭
が
預
所
職
を

兼
帯
し
て
お
り
雑
掌
不
在
の
た
め
、
訴
訟
は
で
き
な
い
。
別
に
雑
掌
を
任
命
し
て
百
姓
訴
訟
を
取
り
次
ぐ
か
、
も
し
く
は
地
頭
が
雑
掌
を

望
み
補
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
預
所
方
か
ら
非
法
停
止
の
命
令
を
下
知
す
る
し
か
な
い
、
い
ず
れ
に
し
て
も
雑
掌
が
い
な
け
れ
ば
訴
訟
は
で

き
な
い
と
し
、
③
百
姓
の
解
の
な
か
に
雑
掌
の
訴
訟
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
雑
掌
の
訴
訟
と
す
る
場
合
に
は
、
百
姓
解
が
な
く
て
も
可
能

だ
が
、
た
だ
し
こ
れ
も
雑
掌
を
定
め
な
け
れ
ば
訴
訟
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
雑
掌
が
不
在
の
場
合
に
も
、
は
た
ま
た
地
頭
が
雑
掌
で
あ
る
場
合
に
も
、
地
頭
非
法
を
訴
え
る
た
め
に
は
、
本
所
側
か
ら
の

雑
掌
任
命
が
必
要
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
地
頭
と
雑
掌
は
本
来
荘
園
支
配
体
系
に
お
い
て
は
別
個
の
ル
ー
ト
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
文
永
一
〇
年
の
協
調
体
制
に
よ
っ
て
そ
れ
が
曖
昧
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
状
態
で
は
六
波
羅
へ
の
提
訴
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
唯
浄
の
答
申
と
推
薦
に
よ
っ
て
従
蓮
が
新
雑
掌
に
就
任
し
た
。

だ
が
、
従
蓮
の
雑
掌
就
任
か
ら
六
波
羅
提
訴
の
た
め
の
訴
状
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
に
は
二
ヶ
月
ほ
ど
の
間
が
あ
る
。
こ
の
間
、
円
満
院

は
訴
訟
の
準
備
と
と
も
に
、
新
雑
掌
従
蓮
に
よ
る
阿
弖
河
荘
支
配
に
期
待
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
従
蓮
は
、
九
月
中
旬
現
地
に
代
官
を

遣
わ
し
た
。
河
野
は
時
期
か
ら
み
て
年
貢
の
収
納
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
上
荘
地
頭
宗
親
は
従
蓮
の
代
官
を
追
い
出
し
、
荘
務

を
執
行
さ
せ
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
れ
ま
で
本
所
に
対
し
て
敵
対
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
な
か
っ
た
下
荘
地
頭
宗
氏
（
宗
親
の
父
）
も
、
子
息

を
支
援
す
る
た
め
雑
掌
を
追
い
出
し
、
所
務
を
押
領
し
、
種
々
悪
行
を
し
た
と
い
う
。

こ
こ
に
円
満
院
は
六
波
羅
提
訴
に
踏
み
切
っ
た
。
お
そ
ら
く
当
初
は
上
荘
地
頭
宗
親
の
み
を
訴
え
る
こ
と
で
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
下
荘
地
頭
の
敵
対
も
明
白
に
な
り
、
訴
状
は
上
荘
・
下
荘
の
二
通
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
訴
状
が
上
村
・
下

村
二
通
と
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
次
の
書
状
（
勘
返
状
）
に
記
さ
れ
て
い
る
（
返
信
は
往
信
の
行
間
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
便
宜
的

に
わ
け
て
載
せ
た
）。 （
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一
七

	
	

阿
弖
川
庄
雑
掌
解
進
候
、
内
々
可
被
入
見
参
候
也
、
下
庄
者
用
雑
掌
候
歟
之
由
、
相
存
候
之
処
、
如
上
庄
不
叙
用
之
由
、
代
官
申
上
候

之
間
、
訴
状
別
々
事
候
、
可
申
付　

令
旨
於
六
波
羅
之
由
存
候
、
忩
々
可
有
申
御
沙
汰
候
也
、

	
	
	
	
	

入（
返
信
）見
参
候
畢
、
両
通
追
進
候
、
神
妙
候
、
忩
被
清
書
、
可
被
進
候
、
令
旨
者
其
時
可
被
進
由
候
也
、

	
	
	
	

私
申
候
、
御
祈
無
為
結
願
、
目
出
候
、
何
比
御
参
候
哉
、
返
々
無
心
本
候
、
法
花
経
者
召
寄
候
也
、

こ
れ
は
差
出
人
・
宛
所
の
記
載
が
な
い
勘
返
状
で
あ
る
が
、
ま
ず
差
出
人
か
ら
、
阿
弖
河
荘
雑
掌
の
解
を
進
上
す
る
の
で
、
内
々
に
見

参
に
入
れ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
、
上
荘
・
下
荘
の
訴
状
を
別
々
に
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
六
波
羅
に
令
旨
を
出
し
て
も
ら

う
よ
う
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
返
信
と
し
て
、
解
状
二
通
を
見
参
に
入
れ
た
こ
と
や
、
清
書
の
命
令
、
そ
し
て
令
旨
を
出
す

こ
と
を
領
掌
す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宛
先
は
円
満
院
門
跡
円
助
の
侍
者
で
あ
り
、
訴
状
を
円
助
法
親
王
の
見
参
に
い
れ
、

そ
の
後
の
対
応
に
つ
い
て
確
認
し
た
書
状
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、
こ
の
裏
に
は
下
荘
に
対
す
る
訴
状
草
案
が
記
さ
れ
て
お
り
、

同
じ
筆
跡
の
上
荘
へ
の
訴
状
案
も
残
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
差
出
人
に
つ
い
て
は
、
河
野
通
明
は
雑
掌
従
蓮
で
あ
る
と
し
、
黒
田
弘
子
は
領
家
寂
楽
寺
だ
と
し
た
。
結
論
か
ら
い
う
と
、

こ
れ
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
差
出
人
は
沙
汰
雑
掌
の
静
舜
で
あ
る
。

そ
の
根
拠
は
、
こ
の
書
状
の
筆
跡
が
二
通
の
訴
状
案
と
同
一
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
が
静
舜
書
状
、
静
舜
が
作
成
し
た
と
み
ら
れ
る
相

論
沙
汰
文
書
案
と
同
じ
筆
跡
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
静
舜
は
こ
の
後
の
関
係
文
書
の
清
書
も
担
当
し
て
お
り
、
訴
訟
担
当
の
沙
汰

雑
掌
と
し
て
訴
状
作
成
、
問
答
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
訴
状
が
上
下
荘
の
二
通
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
史
料
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
下
荘
は
雑
掌
従
蓮
を
叙
用
す
る
か
と
思
っ

て
い
た
ら
、
上
荘
の
よ
う
に
叙
用
し
な
い
と
代
官
が
申
し
上
げ
て
き
た
の
で
、
訴
状
は
別
々
と
な
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
現
地
に
派
遣

さ
れ
た
雑
掌
従
蓮
の
代
官
に
対
し
て
下
荘
地
頭
も
敵
対
す
る
に
及
び
、
当
初
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
下
荘
の
訴
状
も
作
成
し
た
の
だ
ろ
う
。

上
荘
地
頭
宗
親
に
対
す
る
訴
状
が
文
永
一
〇
年
以
来
の
非
法
を
書
き
上
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
下
荘
地
頭
に
対
す
る
訴
状
は
、
直
前
の
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従
蓮
代
官
拒
否
し
か
記
し
て
い
な
い
の
も
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。

な
お
、
下
荘
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
史
料
に
現
れ
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
行
論
で
も
上
荘
・
下
荘
を
あ
ま
り
明
確
に
論
じ
て
こ
な
か
っ

た
が
、
本
所
・
領
家
と
敵
対
し
、
百
姓
か
ら
も
非
法
を
訴
え
ら
れ
て
い
た
の
は
預
所
を
兼
帯
し
て
い
た
上
荘
地
頭
宗
親
で
あ
っ
た
。
な
お
、

下
荘
に
つ
い
て
は
こ
の
後
の
訴
訟
で
も
見
ら
れ
ず
、
訴
訟
は
専
ら
上
荘
地
頭
宗
親
と
本
所
と
の
対
決
と
な
っ
て
い
る
。

裁
判
は
一
〇
月
五
日
か
ら
「
初
沙
汰
」
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
問
答
が
始
ま
ら
な
い
う
ち
に
、
一
〇
月
二
八
日
、
三
度
目
の
上
荘
百
姓

申
状
、
片
仮
名
書
き
で
一
三
カ
条
に
わ
た
り
地
頭
宗
親
を
訴
え
た
片
仮
名
申
状
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

阿
弖
河
荘
上
村
現
地
で
は
、
一
〇
月
八
日
か
ら
地
頭
代
孫
次
郎
が
三
日
に
わ
た
り
百
姓
等
に
年
貢
催
促
し
て
責
め
立
て
、
一
八
日
か
ら

二
日
間
に
わ
た
り
責
め
、
供
給
（
接
待
）
を
要
求
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
二
一
日
に
は
百
姓
が
地
頭
の
方
に
収
納
の
料
を
少
々
進
上
し
た

帰
り
、
同
輩
の
家
に
泊
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
地
頭
方
に
夜
中
襲
わ
れ
首
を
切
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
い
い
、
二
五
日
か
ら
は
ふ
た
た
び

地
頭
太
郎
・
孫
次
郎
が
三
五
人
の
従
者
を
引
き
連
れ
て
百
姓
の
も
と
に
参
り
一
日
三
度
の
厨
と
馬
飼
秣
ほ
か
色
々
の
物
を
責
め
取
る
な
ど

の
行
為
を
行
っ
た
。
日
付
の
わ
か
る
も
の
だ
け
を
書
き
出
し
た
が
、
現
地
で
は
地
頭
方
に
よ
る
厳
し
い
収
納
が
行
わ
れ
、
先
例
の
な
い
用

途
の
徴
収
や
、
暴
力
行
為
も
お
こ
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
百
姓
等
は
、
地
頭
方
の
非
法
を
書
き
上
げ
訴
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
仮
名
書
申
状
に
つ
い
て
、
仲
村
研
は
、
こ
の
片
仮
名
申
状
を
、
訴
訟
の
「
初
度
の
沙
汰
」
を
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
に
出
さ
れ
た

と
し
た
が
、
申
状
作
成
に
雑
掌
従
蓮
の
指
導
が
あ
っ
た
と
す
る
見
解
も
、
そ
の
後
の
研
究
で
否
定
さ
れ
て
お
り
、
六
波
羅
法
廷
で
の
訴
訟

と
関
連
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
在
で
は
百
姓
等
が
独
自
に
作
成
し
訴
え
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
文
永
一
一
年
の
逃
散
に
よ

る
闘
争
の
際
と
同
様
に
、
材
木
納
入
の
遅
滞
を
地
頭
苛
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
本
所
円
満
院
に
地
頭
非
法
へ
の
対
処
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。

円
満
院
は
、
百
姓
申
状
を
う
け
て
一
一
月
二
日
再
度
雑
掌
の
重
訴
状
を
六
波
羅
に
提
出
し
、
ま
ず
は
雑
掌
を
荘
家
に
入
部
さ
せ
、
年
貢

以
下
公
事
の
沙
汰
を
さ
せ
た
う
え
で
、
地
頭
非
法
に
つ
い
て
は
追
っ
て
成
敗
を
蒙
り
た
い
と
し
て
、
ま
ず
当
面
の
雑
掌
入
部
に
つ
い
て
裁

断
を
求
め
た
。

河
野
は
、
雑
掌
従
蓮
に
つ
い
て
、
当
初
円
満
院
は
百
姓
解
を
取
り
次
ぐ
訴
訟
を
推
し
進
め
て
き
た
が
、
従
蓮
に
よ
っ
て
雑
掌
に
よ
る
訴
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訟
に
切
り
替
え
ら
れ
、
ま
た
従
蓮
は
年
貢
収
納
で
地
頭
に
先
を
越
さ
れ
た
こ
と
に
慌
て
、
百
姓
解
を
副
進
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
自
己
利
益

の
み
を
追
っ
て
こ
の
一
一
月
二
日
の
重
訴
状
を
提
出
し
た
と
し
た
。
し
か
し
、
円
満
院
は
当
初
か
ら
百
姓
解
を
取
り
次
ぐ
訴
訟
で
は
な
く
、

雑
掌
解
に
よ
る
訴
訟
を
進
め
て
お
り
、
こ
の
と
き
従
蓮
も
円
満
院
の
意
向
に
沿
っ
て
、
単
に
百
姓
に
対
す
る
非
法
停
止
で
終
わ
ら
せ
る
よ

う
な
訴
訟
で
は
な
く
、
地
頭
を
罪
科
に
処
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
訴
訟
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。

雑
掌
の
重
訴
状
を
う
け
て
翌
三
日
に
は
六
波
羅
奉
行
人
か
ら
地
頭
宗
親
に
初
度
の
催
促
が
な
さ
れ
た
。
だ
が
宗
親
は
在
京
し
な
が
ら
な

か
な
か
出
頭
せ
ず
、
再
三
催
促
が
な
さ
れ
た
。
よ
う
や
く
一
一
月
二
五
日
に
宗
親
は
参
対
し
た
が
、
相
手
が
所
務
雑
掌
従
蓮
で
は
な
か
っ

た
た
め
問
答
に
応
じ
な
か
っ
た
と
い
う
。
宗
親
は
、
従
蓮
が
阿
弖
河
荘
現
地
で
頻
り
に
濫
務
を
お
こ
な
い
地
頭
妻
子
に
恥
辱
を
与
え
て
い

る
と
し
て
、
従
蓮
を
召
し
上
げ
れ
ば
問
答
に
応
じ
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
出
対
し
た
雑
掌
は
沙
汰
雑
掌
静
舜
で
、「
所
務
雑
掌

で
は
な
い
が
、
宗
親
が
希
代
無
双
の
狼
藉
を
お
こ
な
っ
て
い
る
た
め
円
満
院
の
令
旨
・
領
家
挙
状
を
帯
び
て
訴
訟
を
担
当
し
て
い
る
の
だ
」、

と
述
べ
て
い
る
。
静
舜
は
在
国
す
る
所
務
雑
掌
従
蓮
に
か
わ
り
、
初
度
の
訴
状
作
成
以
来
、
沙
汰
雑
掌
と
し
て
裁
判
に
携
わ
っ
て
い
た
。

（
三
）
訴
訟
の
展
開
と
結
末

さ
て
、
円
満
院
側
に
は
裁
判
担
当
者
と
し
て
も
う
一
人
、
快
猷
と
い
う
人
物
が
関
わ
っ
て
い
た
。
河
野
は
快
猷
を
静
舜
の
後
任
と
し
た

が
、
静
舜
と
快
猷
は
同
時
期
に
裁
判
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
活
動
は
と
も
に
建
治
二
年
六
月
ま
で
確
認
で
き
る
。

裁
判
は
一
二
月
一
六
日
宗
親
が
出
対
し
陳
状
が
提
出
さ
れ
、
静
舜
も
参
対
し
て
、
問
答
が
お
こ
な
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ

の
と
き
快
猷
が
来
な
か
っ
た
た
め
問
答
を
遂
げ
ら
れ
ず
、
問
答
は
翌
一
七
日
に
持
ち
越
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
静
舜
は
、「
快
猷

が
不
在
の
状
況
で
問
答
せ
よ
と
円
満
院
か
ら
命
令
さ
れ
た
こ
と
は
思
い
が
け
な
い
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
し
、
繰
り
返
し
不
満
を
述
べ
て
い

る
。
静
舜
は
、
書
類
の
清
書
や
奉
行
人
へ
の
送
達
な
ど
に
は
あ
た
っ
て
い
た
も
の
の
、
具
体
的
な
争
点
や
阿
弖
河
荘
の
現
地
の
状
況
な
ど

に
関
わ
る
問
答
へ
の
対
応
は
快
猷
の
役
割
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
同
じ
書
状
で
静
舜
は
、「
所
務
雑
掌
の
従
蓮
が
上
洛
し
て
も
詮
の
無
い
こ
と

で
、
つ
く
づ
く
我
が
身
は
不
運
だ
と
思
う
。
今
日
奉
行
人
の
も
と
に
こ
の
状
を
届
け
に
行
っ
た
が
、
他
行
し
て
い
た
の
で
明
日
届
け
る
。」
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と
記
し
て
い
る
。
所
務
雑
掌
従
蓮
、
沙
汰
雑
掌
静
舜
、
快
猷
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
は
異
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

快
猷
が
参
対
し
て
問
答
が
行
わ
れ
た
一
二
月
一
七
日
、
宗
親
か
ら
初
度
の
陳
状
が
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
現
存
し
な
い
）。
そ
の
内
容

は
、
第
二
度
の
陳
状
と
同
じ
く
一
八
カ
条
に
わ
た
り
地
頭
請
所
の
正
当
性
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
地
頭
請
所
の
正
当
性
を

主
張
し
、
さ
ら
に
具
書
と
し
て
文
永
五
年
四
月
二
五
日
の
「
関
東
平
均
御
式
目
」（
六
波
羅
探
題
北
方
北
条
時
茂
宛
の
関
東
御
教
書
）
が
提

出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
鎌
倉
幕
府
が
、
地
頭
請
所
に
つ
い
て
定
め
た
追
加
法
で
、
こ
れ
ま
で
は
関
東
口
入
地
で
な
い
と
こ
ろ
は
雑
掌
訴
訟
に

よ
り
転
倒
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
今
後
は
私
の
請
所
で
も
二
〇
カ
年
相
違
が
な
け
れ
ば
違
乱
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
宗
親
は
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
尼
住
心
以
来
四
代
六
〇
年
以
上
地
頭
請
所
が
続
い
て
お
り
、
請
所
を
破
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主

張
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
円
満
院
側
は
こ
の
「
関
東
平
均
御
式
目
」
を
謀
書
だ
と
疑
い
、
六
波
羅
奉
行
人
に
要
請
し
て
裏
を
封
じ
て
し
ま
っ
た
。

年
も
押
し
迫
る
な
か
、
宗
親
か
ら
第
二
度
の
陳
状
が
提
出
さ
れ
た
。
文
永
五
年
四
月
二
五
日
の
「
関
東
平
均
御
式
目
」
を
謀
書
と
み
な

し
裏
を
封
じ
た
こ
と
に
反
論
し
、
八
通
の
副
進
文
書
を
添
付
し
、
初
度
と
同
様
一
八
カ
条
に
わ
た
り
宗
親
の
地
頭
請
所
の
正
当
性
を
主
張

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
訴
え
に
対
す
る
陳
述
と
い
う
よ
り
も
、
按
察
阿
闍
梨
（
陳
状
で
は
「
阿
弖
川
荘
給
主
」
と
し
て
い

る
）
が
、
本
所
と
の
契
約
に
背
い
た
だ
け
で
な
く
種
々
の
悪
行
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
を
訴
え
、
こ
れ
を
関
東
に
注
進
す
る
よ
う
要
求
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
宗
親
は
初
度
の
陳
状
に
対
し
て
、
雑
掌
が
一
言
も
返
答
し
て
い
な
い
の
は
承
伏
し
た
証
拠
だ
と
し
、
円
満
院
側
の
訴
え

を
「
逆
訴
」
だ
と
も
称
し
て
お
り
、
本
来
、
地
頭
側
が
任
快
・
按
察
阿
闍
梨
を
訴
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。

宗
親
が
こ
の
よ
う
な
円
満
院
の
訴
状
と
食
い
違
っ
た
陳
状
を
提
出
し
た
の
は
、
真
の
訴
訟
相
手
を
見
抜
け
ず
相
手
を
任
快
・
按
察
阿
闍

梨
だ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
宗
親
が
こ
の
訴
訟
で
勝
つ
た
め
に
は
、
任
快
・
按
察
阿
闍
梨
に
よ
る
請
所
契
約
の
破
棄
や

悪
行
を
訴
え
、
按
察
阿
闍
梨
の
罪
科
を
問
い
排
除
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
宗
親
の
戦
術
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
ろ
静
舜
は
、
六
波
羅
評
定
衆
の
中
条
氏
か
ら
も
助
言
を
得
て
い
た
よ
う
で
、
宗
親
が
提
出
し
た
「
関
東
平
均
御
式
目
」
を
謀
書

だ
と
す
る
こ
と
で
罪
科
に
問
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
親
が
主
張
す
る
他
の
論
点
を
か
わ
せ
る
だ
ろ
う
と
み
て
い
た
。
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二
一

年
が
明
け
て
建
治
二
年
二
月
に
六
波
羅
の
担
当
奉
行
人
の
一
人
が
交
替
し
、
閏
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
数
度
地
頭
宗
親
に
出
対
が
求

め
ら
れ
た
。
し
か
し
宗
親
は
番
役
を
理
由
に
一
向
に
出
対
せ
ず
、
裁
判
が
進
展
し
は
じ
め
た
の
は
六
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

ど
う
も
こ
の
間
、
静
舜
と
快
猷
の
間
で
、
訴
訟
方
針
を
め
ぐ
っ
て
意
見
の
違
い
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

静
舜
は
、
宗
親
が
提
出
し
た
文
永
五
年
四
月
二
五
日
「
関
東
平
均
御
式
目
（
関
東
御
教
書
）」
を
謀
書
と
す
る
一
点
突
破
で
い
け
る
と
考

え
て
お
り
、
そ
う
し
た
内
容
の
訴
状
を
起
草
し
た
。
建
治
二
年
六
月
五
日
付
の
訴
状
案
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
草
案
は
採
用
さ

れ
な
か
っ
た
。

一
方
、
快
猷
は
唯
浄
と
と
も
に
、「
謀
書
」
の
一
点
突
破
だ
け
で
な
く
、
地
頭
請
所
の
継
続
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
訴
状

を
起
案
し
て
お
り
、
す
で
に
二
月
に
は
唯
浄
起
草
の
訴
状
案
が
作
成
さ
れ
、
ま
た
唯
浄
は
改
め
て
六
月
に
訴
状
の
草
案
を
作
成
し
た
。
こ

こ
で
唯
浄
が
証
拠
文
書
と
し
て
重
視
し
た
の
が
文
永
一
〇
年
八
月
の
宗
親
請
文
で
あ
っ
た
。

快
猷
は
、
唯
浄
の
方
針
に
乗
っ
て
、
六
月
一
日
に
は
宗
親
請
文
の
正
文
を
按
察
阿
闍
梨
か
ら
取
り
寄
せ
、
ま
た
六
月
九
日
の
書
状
で
も
、

具
書
を
そ
ろ
え
る
準
備
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
裁
判
で
は
地
頭
側
の
提
出
す
る
嘉
禎
御
契
状
（
住
心
が
預
所
職
を
給
わ
っ
た
桜
井
宮
の
御

教
書
・
下
文
）
と
「
謀
書
（
文
永
五
年
四
月
二
五
日
関
東
御
教
書
）」
と
、
こ
ち
ら
が
提
出
す
る
宗
親
請
文
と
の
勝
負
と
な
る
だ
ろ
う
、
と

み
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
て
快
猷
と
唯
浄
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
訴
状
が
、
実
際
に
六
波
羅
法
廷
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
ま
ず

文
永
一
〇
年
宗
親
請
文
を
も
っ
て
地
頭
請
所
の
継
続
を
否
定
し
、「
謀
書
」
の
論
も
、
静
舜
起
草
案
よ
り
も
さ
ら
に
傍
証
を
付
け
加
え
、
そ

れ
に
よ
っ
て
地
頭
職
の
改
易
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
面
目
を
失
っ
た
の
が
静
舜
で
あ
る
。
六
月
一
七
日
、
静
舜
は
、「
去
年
か
ら
日
夜
朝
暮
、
こ
れ
に
当
た
っ
て
き
た
が
、

今
と
な
っ
て
は
詮
な
き
こ
と
で
、
面
目
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
宗
親
に
打
ち
殺
さ
れ
そ
う
な
状
況
な
の
で
、
平
に
雑
掌
を
辞
し
た
い
」

と
、
書
状
で
申
し
送
り
、
沙
汰
雑
掌
を
辞
し
た
。

快
猷
・
静
舜
と
い
う
二
人
の
沙
汰
雑
掌
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
六
波
羅
法
曹
官
僚
を
助
言
者
と
し
、
裁
判
で
の
役
割
も
異
な
っ
て
い
た
。
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彼
ら
が
、
円
満
院
・
寂
楽
寺
の
い
ず
れ
か
に
偏
っ
た
よ
う
な
動
き
は
特
に
見
ら
れ
な
い
が
、
静
舜
が
寂
楽
寺
の
挙
状
を
得
て
沙
汰
雑
掌
に
就

任
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
る
い
は
寂
楽
寺
に
近
い
人
物
で
、
一
方
の
快
猷
は
円
満
院
に
近
い
人
物
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

裁
判
は
、
快
猷
と
唯
浄
に
よ
っ
て
周
到
に
準
備
さ
れ
た
訴
状
で
本
格
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
六
月
の
唯
浄
起
草
の
訴
状

で
、
意
図
的
な
事
実
の
歪
曲
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
れ
が
、
地
頭
湯
浅
氏
の
立
場
を
本
所
が
任
命
し
た
雑
掌
だ
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
文

永
一
〇
年
八
月
に
預
所
按
察
阿
闍
梨
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
宗
親
請
文
を
、
本
所
が
雑
掌
職
に
任
命
し
た
こ
と
に
対
す
る
請
文
だ
と
読
み

替
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
年
九
月
の
初
度
訴
状
（
静
舜
草
案
）、
建
治
二
年
二
月
の
唯
浄
草
案
の
段
階
で
は
「
預
所
」
と
の
契
約
と

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
六
月
の
訴
状
で
は
「
本
所
」
か
ら
の
恩
顧
に
よ
る
任
命
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

唯
浄
は
、
宗
親
の
地
頭
請
所
を
否
定
し
地
頭
請
所
が
二
〇
年
以
上
継
続
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
預
所
の
下
に
代
々
雑
掌
が

任
命
さ
れ
現
地
に
入
部
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
宗
親
の
立
場
も
、
一
時
的
に
恩
顧
に
よ
っ
て
雑
掌
に
任
じ
ら
れ
た
だ
け
で
、
す
で
に
解

任
し
た
、
と
い
う
論
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

訴
陳
は
、
六
月
、
七
月
と
番
え
ら
れ
、
八
月
に
は
宗
親
が
、
妻
女
の
伯
父
が
関
東
で
死
去
し
た
と
し
て
陳
状
を
提
出
し
な
か
っ
た
。
そ

れ
以
降
、
裁
判
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
お
そ
ら
く
勝
敗
を
決
し
な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
地
頭
湯
浅
氏
が
罪
科
に
問
わ
れ

て
い
な
い
の
で
、
実
質
的
に
地
頭
湯
浅
氏
の
勝
訴
で
あ
っ
た
。

地
頭
宗
親
の
主
張
に
も
強
弁
が
あ
り
、
実
際
に
は
地
頭
請
所
は
継
続
し
て
い
な
い
の
に
、
六
〇
年
以
上
継
続
し
て
い
る
と
し
た
り
、
預

所
代
を
預
所
職
と
主
張
し
た
り
、
提
出
し
た
関
東
御
教
書
に
も
謀
書
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
不
審
な
点
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
円
満
院
が
勝
訴
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
円
満
院
側
の
主
張
の
矛
盾
が
露
呈
し
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
円
満
院
の
訴
訟
は

失
敗
に
終
わ
っ
た
。
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二
三

お
わ
り
に

阿
弖
河
荘
支
配
を
め
ぐ
る
文
永
・
建
治
相
論
の
過
程
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
。
本
稿
で
は
先
行
研
究
に
学
び
、
ま
た
現
段
階
で
で
き
る

限
り
文
書
の
写
真
を
利
用
し
な
が
ら
史
料
解
釈
を
お
こ
な
い
、
そ
の
相
論
の
過
程
の
復
元
を
試
み
た
。
さ
ら
に
文
書
の
史
料
論
的
な
分
析

が
進
め
ば
、
沙
汰
雑
掌
の
残
し
た
書
状
の
正
文
が
誰
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
、
相
論
関
係
文
書
が
誰
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う
に

集
積
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
寂
楽
寺
別
当
任
快
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
過
程
を
ま
と
め
、
建
治
相
論
の
結
末
を
考
え
て
み
た
い
。

阿
弖
河
荘
は
、
一
一
世
紀
初
頭
の
平
惟
仲
の
施
入
以
来
、
寂
楽
寺
が
領
有
し
て
き
た
荘
園
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
寂
楽
寺
を
管
領
し
た

円
満
院
の
支
配
下
に
置
か
れ
、
寂
楽
寺
別
当
任
快
の
と
き
、
桜
井
宮
覚
仁
の
死
去
に
際
し
て
阿
弖
河
荘
の
本
所
の
立
場
を
取
り
戻
し
、
任

快
は
自
ら
預
所
と
し
て
荘
務
を
執
行
し
よ
う
と
奮
闘
し
て
き
た
。
し
か
し
、
地
頭
湯
浅
氏
と
の
対
立
に
よ
っ
て
、
荘
園
支
配
を
確
立
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
再
び
円
満
院
の
管
領
下
に
置
か
れ
た
た
め
、
本
所
円
満
院
の
も
と
で
預
所
と
し
て
知
行
を
維
持
す
る
道
を
と
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

文
永
一
〇
年
（
一
二
七
三
）
円
満
院
門
跡
円
助
の
も
と
で
、
円
満
院
が
地
頭
と
の
協
調
関
係
を
結
ん
で
検
注
を
実
現
し
、
子
息
按
察
阿

闍
梨
と
地
頭
と
の
間
で
も
芳
談
が
な
さ
れ
、
協
調
体
制
が
成
立
し
た
か
に
み
え
た
。
し
か
し
結
局
、
地
頭
の
預
所
兼
任
を
事
実
上
認
め
た
こ

と
が
、
百
姓
の
逃
散
、
闘
争
を
引
き
起
こ
し
、
円
満
院
は
地
頭
湯
浅
氏
を
武
家
訴
訟
に
よ
っ
て
排
除
す
る
た
め
建
治
相
論
へ
と
突
入
し
た
。

建
治
相
論
の
な
か
で
の
任
快
・
按
察
阿
闍
梨
の
動
き
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
訴
訟
で
円
満
院
が
勝
訴
し
、
地
頭
湯
浅
氏
を
排
除
す

る
こ
と
は
、
任
快
に
と
っ
て
も
宿
願
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
結
局
円
満
院
は
勝
訴
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
任
快
は
、
円
満

院
を
も
は
や
頼
れ
る
存
在
で
は
な
い
と
見
限
っ
た
の
だ
ろ
う
。

建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
一
二
月
、
任
快
は
寂
楽
寺
に
保
管
さ
れ
て
き
た
阿
弖
河
荘
の
公
験
を
高
野
山
に
譲
渡
し
た
。
こ
れ
が
寂
楽
寺

領
と
し
て
の
結
末
で
あ
る
。
河
野
は
、
任
快
が
高
野
山
に
公
験
を
譲
渡
し
た
こ
と
を
、
円
満
院
門
跡
円
助
法
親
王
の
も
と
で
阿
弖
河
荘
経

（
113
）



人
文
学
報 

第
五
一
七
―
九
号
　
二
〇
二
一
年
三
月

二
四

営
か
ら
排
除
さ
れ
た
こ
と
へ
の
報
復
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
し
た
。
し
か
し
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
高
野
山
へ

の
文
書
譲
渡
は
、
む
し
ろ
、
ず
っ
と
任
快
の
望
み
を
打
ち
砕
い
て
き
た
地
頭
湯
浅
氏
へ
の
報
復
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
任

快
が
こ
の
と
き
何
を
考
え
高
野
山
へ
の
文
書
譲
渡
を
お
こ
な
っ
た
の
か
は
知
る
由
も
な
く
、
そ
の
後
の
任
快
・
按
察
阿
闍
梨
に
つ
い
て
も

全
く
不
明
で
あ
る
。

注（1
）	『
人
文
学
報
』
五
一
四
―
九
号
（
歴
史
学
・
考
古
学
第
四
六
号
）、
二
〇
一
八
年
。

（
2
）	

仲
村
研
「
紀
伊
国
阿
弖
河
庄
に
お
け
る
片
仮
名
書
言
上
状
の
成
立
」（
同
『
荘
園
支
配
構
造
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
所
収
、
初
出

は
一
九
六
五
年
）。
以
降
、
仲
村
の
見
解
は
こ
れ
に
拠
る
。
な
お
仲
村
よ
り
前
に
上
横
手
雅
敬
も
「
鎌
倉
幕
府
法
の
限
界
」（
同
『
日
本
中
世
国

家
史
論
考
』
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
所
収
、
初
出
は
一
九
五
四
年
）
に
お
い
て
建
治
相
論
を
鎌
倉
幕
府
対
地
頭
の
争
い
と
捉
え
、
一
三
世
紀
末

の
幕
府
法
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
た
。

（
3
）	

河
野
通
明
「
阿
弖
河
荘
を
め
ぐ
る
寂
楽
寺
と
円
満
院
―
片
仮
名
言
上
状
成
立
背
景
の
再
検
討
―
」（
寺
院
史
研
究
会
編
『
中
世
寺
院
史
の
研
究　

上
』
法
蔵
館
、
一
九
八
八
年
）。

（
4
）	

黒
田
弘
子
「
裁
判
に
ゆ
れ
る
荘
園
―
法
曹
官
僚
唯
浄
と
阿
弖
河
荘
―
」（
阿
部
猛
・
佐
藤
和
彦
編
『
人
物
で
た
ど
る
日
本
荘
園
史
』
東
京
堂
出
版
、

一
九
九
〇
年
）。
以
降
、
黒
田
の
見
解
は
注
を
付
し
て
い
な
い
場
合
に
は
こ
れ
に
拠
る
。

（
5
）	

高
橋
典
幸
「
阿
弖
河
荘
の
建
治
相
論
」（
鎌
倉
遺
文
研
究
会
編
『
鎌
倉
遺
文
研
究
Ⅱ　

鎌
倉
時
代
の
社
会
と
文
化
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九

年
）。
以
降
、
高
橋
典
幸
の
見
解
は
こ
れ
に
拠
る
。

（
6
）	

高
橋
修
「
武
士
団
、
寺
院
、
そ
し
て
民
衆
―
阿
弖
川
庄
に
お
け
る
正
元
～
建
治
期
の
相
論
―
」（
同
『
中
世
武
士
団
と
地
域
社
会
』
清
文
堂
出
版
、

二
〇
〇
〇
年
）。
以
降
、
高
橋
の
見
解
は
注
を
付
し
て
い
な
い
場
合
は
こ
れ
に
拠
る
。

（
7
）	

金
泰
虎
「
庄
園
制
支
配
と
百
姓
結
合
の
展
開
―
紀
伊
国
阿
弖
河
庄
―
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
五
五
、
一
九
九
七
）。

（
8
）	

黒
田
弘
子
注
４
論
文
、
同
「
荘
園
の
裁
判
」（
藤
木
久
志
・
荒
野
泰
典
編
『
荘
園
と
村
を
歩
く
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
七
年
）。

（
9
）	

金
泰
虎
「
阿
弖
河
庄
に
お
け
る
庄
務
権
と
文
書
」（『
人
文
論
叢
』
二
三
、
一
九
九
四
）。

（
10
）	

金
泰
虎
注
７
論
文
。

（
11
）	

高
橋
修
注
６
論
文
で
は
、
湯
浅
光
信
は
湯
浅
宗
光
の
女
、
宗
氏
（
成
仏
）
の
妹
で
あ
る
唯
心
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
赤
澤
春
彦
は
、
高
橋
の

比
定
に
否
定
的
見
解
を
示
し
、
宗
光
の
庶
子
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
（
赤
澤
春
彦
「
阿
弖
河
荘
に
残
さ
れ
た
二
通
の
訴
状
正
文
」（『
古
文
書



紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
後
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

二
五

研
究
』
六
三
号
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
12
）	

仲
村
研
編
『
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
史
料
』（
一
九
七
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）
所
収
の
文
書
に
つ
い
て
は
「
阿
＋
番
号
」
で
示
す
。
阿
一
四
一
。
な
お

阿
弖
河
荘
関
係
文
書
に
つ
い
て
は
、
注
１
論
文
お
よ
び
本
稿
巻
末
の
文
書
目
録
を
参
照
。

（
13
）	
阿
二
二
五
。
赤
澤
春
彦
前
掲
注
11
論
文
。

（
14
）	
阿
一
六
八
、
一
七
七
。
高
橋
修
注
５
論
文
。

（
15
）	

阿
一
六
八
、
阿
一
七
七
。

（
16
）	

阿
一
六
六
。

（
17
）	

阿
一
七
七
。

（
18
）	

阿
一
六
八
。
年
月
日
未
詳
阿
弖
河
荘
雑
掌
重
言
上
状
断
簡
（
高
野
山
御
影
堂
文
書
、『
清
水
町
誌
』
資
料
編
、
補
二
）。
以
降
清
水
町
誌
所
収
の

文
書
に
つ
い
て
は
、「
清
＋
番
号
」
で
示
す
。

（
19
）	

清
補
一
、
阿
一
六
九
、
阿
一
七
四
。

（
20
）	

阿
一
六
九
、
清
補
二
。

（
21
）	

阿
一
七
九
。

（
22
）	

阿
一
七
四
。

（
23
）	

阿
一
七
六
。

（
24
）	

阿
一
八
三
。

（
25
）	

阿
二
三
四
。

（
26
）	

阿
二
二
五
、
阿
二
三
六
。

（
27
）	

阿
二
二
五
。

（
28
）	

阿
二
二
五
。

（
29
）	

阿
二
三
四
。

（
30
）	

阿
一
九
三
、
阿
一
九
四
、
阿
一
九
五
。
た
だ
し
、
署
名
に
は
「
地
頭
藤
原
女
」
と
あ
り
。
検
注
は
宗
親
自
身
で
は
な
く
、
母
唯
心
が
前
面
に
立
っ

て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
31
）	

阿
二
二
五
。

（
32
）	

高
橋
典
幸
前
掲
注
５
論
文
。
阿
二
〇
六
。

（
33
）	

阿
二
三
四
。

（
34
）	

阿
二
一
八
、
阿
二
三
四
。
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第
五
一
七
―
九
号
　
二
〇
二
一
年
三
月

二
六

（
35
）	

阿
二
三
四
。

（
36
）	

阿
二
三
五
。

（
37
）	

阿
二
三
六
。
文
永
七
年
、
同
一
〇
年
の
和
与
に
つ
い
て
は
赤
澤
春
彦
注
11
論
文
参
照
。

（
38
）	
高
橋
修
「
阿
弖
川
庄
の
「
馬
入
道
願
蓮
」
―
正
元
～
建
治
期
相
論
の
一
断
面
―
」（
同
『
中
世
武
士
団
と
地
域
社
会
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇

年
所
収
、
初
出
は
一
九
九
〇
年
）。

（
39
）	
阿
二
二
五
。

（
40
）	

金
泰
虎
注
７
論
文
。

（
41
）	

注
１
論
文
。

（
42
）	

阿
一
九
〇
、
阿
一
九
一
、
阿
一
九
二
。

（
43
）	

阿
二
〇
一
、
阿
二
〇
二
。

（
44
）	

阿
五
三
、
阿
一
九
三
。

（
45
）	

阿
五
五
、
阿
一
九
四
。

（
46
）	

阿
一
九
五
。

（
47
）	

阿
二
二
五
。

（
48
）	

阿
二
三
四
、
阿
二
三
五
。

（
49
）	

阿
二
一
八
。

（
50
）	

阿
二
一
八
、
阿
二
二
五
、
阿
二
三
五
。

（
51
）	

建
治
二
年
二
月
の
唯
浄
起
草
の
訴
状
案
（
阿
二
二
六
）
の
段
階
で
も
「
預
所
□
（
代
か
）
事
、
可
預
御
計
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
段
階

ま
で
円
満
院
側
も
預
所
と
地
頭
の
契
約
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
を
し
て
い
た
。
こ
れ
が
変
化
す
る
の
は
建
治
二
年
六
月
の
唯
浄
起
草
の
訴
状
か

ら
で
あ
る
。

（
52
）	

阿
二
二
五
。

（
53
）	

阿
二
二
五
。

（
54
）	

阿
一
九
七
、
阿
一
九
九
。
高
橋
典
幸
注
５
論
文
。

（
55
）	

阿
二
二
二
。

（
56
）	

阿
一
九
六
。

（
57
）	

清
補
三
（
二
）。

（
58
）	

清
補
三
（
一
）
～
（
三
）。



紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
後
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

二
七

（
59
）	

阿
二
二
八
。

（
60
）	

河
野
通
明
注
３
論
文
、
高
橋
修
注
６
論
文
。

（
61
）	
阿
一
九
七
。
な
お
こ
の
建
治
元
年
三
月
の
本
所
裁
判
関
係
文
書
に
つ
い
て
は
、
黒
田
弘
子
「
百
姓
申
状
と
本
所
裁
判
」（
鎌
倉
遺
文
研
究
会
編

『
鎌
倉
時
代
の
社
会
と
文
化
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
が
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。

（
62
）	
阿
一
九
八
、
阿
二
二
七
。

（
63
）	

阿
二
二
八
。

（
64
）	

阿
二
二
八
、
阿
一
九
九
。

（
65
）	

阿
二
二
八
、
阿
二
二
九
、
阿
一
九
七
、
阿
一
九
九
。
浄
信
に
つ
い
て
は
、
高
橋
典
幸
注
５
論
文
で
、
円
助
付
法
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
66
）	

阿
二
〇
四
、
阿
二
〇
五
、
阿
二
〇
六
、
阿
二
一
八
。

（
67
）	

阿
二
二
二
。

（
68
）	

阿
二
〇
六
。

（
69
）	

黒
田
前
掲
注
８
論
文
。

（
70
）	

阿
二
二
一
―
12
。

（
71
）	

阿
二
〇
〇
。

（
72
）	

阿
二
一
七
、
阿
二
一
八
。

（
73
）	

阿
二
三
五
。

（
74
）	

阿
二
一
二
。

（
75
）	

阿
二
一
六
。

（
76
）	

阿
二
二
二
。

（
77
）	

阿
二
一
八
。

（
78
）	

阿
二
一
七
。

（
79
）	

阿
二
一
七
、
阿
二
一
八
。

（
80
）	

阿
二
〇
三
。

（
81
）	

阿
二
一
七
、
阿
二
一
八
。

（
82
）	

黒
田
注
８
論
文
。

（
83
）	

阿
二
〇
九
、
阿
二
一
〇
、
阿
二
二
四
。



人
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第
五
一
七
―
九
号
　
二
〇
二
一
年
三
月

二
八

（
84
）	

阿
二
二
一
。

（
85
）	

阿
二
〇
九
。

（
86
）	

阿
二
二
一
。

（
87
）	
阿
二
一
九
。
黒
田
弘
子
『
ミ
ミ
ヲ
キ
リ　

ハ
ナ
ヲ
ソ
ギ
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
。

（
88
）	
阿
二
二
〇
、
阿
二
二
一
―
１
。

（
89
）	
阿
二
二
一
―
10
。

（
90
）	

阿
二
二
一
―
12
。

（
91
）	

阿
二
〇
七
、
阿
二
〇
八
。

（
92
）	

阿
二
〇
九
。

（
93
）	

阿
二
〇
九
。

（
94
）	

阿
二
二
五
。

（
95
）	

阿
一
八
二
。

（
96
）	

阿
二
二
五
。

（
97
）	

阿
二
二
一
―
22
、
阿
二
二
五
。
阿
二
〇
九
で
静
舜
が
清
書
し
奉
行
に
進
め
た
と
す
る
の
も
こ
れ
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
98
）	

阿
二
二
五
。

（
99
）	

中
条
氏
に
つ
い
て
は
山
野
龍
太
郎
「
東
国
武
士
の
六
波
羅
評
定
衆
化
」（『
史
境
』
六
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
100
）	

阿
二
一
〇
、
阿
二
二
四
。

（
101
）	

阿
二
二
一
―
15
。

（
102
）	

阿
二
二
一
―
21
。

（
103
）	

阿
二
三
〇
。

（
104
）	

阿
二
二
六
。

（
105
）	

阿
二
〇
〇
。

（
106
）	

阿
一
〇
一
、
阿
一
〇
二
。

（
107
）	

阿
二
〇
七
。

（
108
）	

阿
二
三
五
。

（
109
）	

阿
二
〇
八
。

（
110
）	

阿
二
〇
九
静
舜
書
状
に
見
え
る
「
快
猷
奉
書
案
文
」
は
阿
二
一
一
―
22
雑
掌
奉
書
案
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
快
猷
が
円
満
院
の
命
令
を



紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
後
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

二
九

伝
え
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
111
）	

阿
二
三
六
。

（
112
）	
阿
二
三
九
。

（
113
）	『
高
野
山
文
書
』
又
続
宝
簡
集
一
三
四
―
一
九
二
五
、
阿
二
四
二
。



人
文
学
報 

第
五
一
七
―
九
号
　
二
〇
二
一
年
三
月

三
〇

阿
弖
川
荘
関
係
史
料
目
録
（
二
）

和
暦

西
暦

月
日

文
　
　
書
　
　
名

原
出
典
（
※
1）

阿
弖
河
荘
	

史
料（
※
2）

遺
文

備
　
考

148
建
治
1ヵ

1275
5

阿
弖
河
荘
上
村
百
姓
等
申
状
案

『
高
』
又
続
56 -1130

206
鎌
11921

149
建
治
1

1275
6
17
阿
弖
河
荘
百
姓
牛
馬
追
捕
注
文

『
高
』
又
続
56 -1131

211
鎌
11928

150
建
治
1ヵ

1275
5 ,6ヵ

阿
弖
河
荘
条
々
事
書
案

『
高
』
又
続
79 -1435

222
鎌
11989

唯
浄
の
筆
跡
。
※
4、
5

151
建
治
1

1275
7

4
沙
弥
従
蓮
起
請
文

『
高
』
又
続
110 -1781

212
鎌
11944

152
建
治
1

1275
8

7
唯
浄
注
進
状

『
高
』
宝
33 -431

216
鎌
11988

153
建
治
1

1275
9

阿
弖
河
荘
雑
掌
訴
状
案

『
高
』
又
続
57 -1154

217
鎌
12030

紙
背
に
阿
203。

静
舜
筆
か
。

154
建
治
1

1275
9

阿
弖
河
荘
上
村
雑
掌
従
蓮
訴
状
案

『
高
』
宝
13 -182

218
鎌
12031

静
舜
筆
か
。

155
建
治
1ヵ

1275ヵ
9ヵ

某
（
静
舜
ヵ
）
書
状
幷
某
（
円
満
院
家
司
ヵ
）

勘
返
状

『
高
』
又
続
57 -1153

203
鎌
12032

阿
217の

紙
背
。
静
舜
筆
か
。

156
建
治
1

1275
10

5
阿
弖
川
荘
相
論
沙
汰
文
書
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221
鎌
12045

静
舜
筆
か
。
本
文
書
案
に
含
ま
れ
る
文
書
は

別
個
に
採
録
し
た
。

157
建
治
1

1275
10

28
阿
弖
河
荘
上
村
百
姓
等
申
状

『
高
』
又
続
78 -1423

219
鎌
12076

158
建
治
1

1275
11

2
阿
弖
河
荘
雑
掌
訴
状
案

『
高
』
又
続
78 -1424

220
鎌
12083

159
建
治
1

1275
11
2ヵ
阿
弖
河
荘
雑
掌
重
訴
状
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -1
鎌
12045

阿
220と

ほ
ぼ
同
文
。

160
建
治
1

1275
11

3
六
波
羅
奉
行
人
善
成
書
状
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -2
鎌
12100

161
建
治
1

1275
11

10
阿
弖
河
荘
雑
掌
書
状
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -3
鎌
12122

162
建
治
1

1275
11

10
六
波
羅
奉
行
人
善
成
召
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -4
鎌
12123

163
建
治
1

1275
11

14
阿
弖
河
荘
地
頭
湯
浅
宗
親
請
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -5
鎌
12124

164
建
治
1

1275
11

24
六
波
羅
差
符
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -6
鎌
12132

165
建
治
1ヵ

1275
11

24
阿
弖
川
荘
御
使
書
状
案

『
高
』
又
続
78 -1432

223
鎌
8745

※
4

166
建
治
1

1275
11

25
六
波
羅
奉
行
人
長
禅
・
定
心
連
署
召
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -7
鎌
12133

167
建
治
1

1275
阿
弖
河
荘
雑
掌
重
訴
状
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -8
鎌
12047

168
建
治
1

1275
11

27
六
波
羅
奉
行
人
長
禅
・
定
心
連
署
召
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -9
鎌
12135

169
建
治
1

1275
11

27
阿
弖
河
荘
地
頭
湯
浅
宗
親
請
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -10
鎌
12136

170
建
治
1ヵ

1275ヵ
12ヵ

阿
弖
河
荘
雑
掌
重
訴
状
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -12
鎌
12046

建
治
1年
11月

27日
以
降
に
作
成
。

171
建
治
1

1275
12

3
六
波
羅
奉
行
人
長
禅
・
定
心
連
署
召
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -13
鎌
12164

172
建
治
1

1275
12

6
阿
弖
河
荘
地
頭
湯
浅
宗
親
請
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -11
鎌
12169

173
建
治
1

1275
12

17
阿
弖
河
荘
雑
掌
（
快
猷
ヵ
）
奉
書
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -22
鎌
12174

174
建
治
1ヵ

1275ヵ
12

僧
静
舜
書
状
案

『
高
』
又
続
79 -1462

209
鎌
12033

175
建
治
1

1275
12ヵ

阿
弖
川
荘
雑
掌
重
訴
状
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -14
鎌
12134

阿
221 -12以

降
。

176
建
治
1

1275
12

阿
弖
河
荘
地
頭
湯
浅
宗
親
重
陳
状
案

『
高
』
又
続
57 -1144、

又
続
79 -1465

225
鎌
12183

177
建
治
1ヵ

1275ヵ
12ヵ

静
舜
書
状

『
高
』
又
続
79 -1440

210
鎌
12034「

謀
書
」の
指
示
が
あ
り
→
建
治
1年
12月
以
降
。

178
建
治
1ヵ

1275ヵ
12ヵ

静
舜
書
状

『
高
』
又
続
79 -1438

224
鎌
12035

阿
210の

す
ぐ
後
の
作
成
。



紀
伊
国
阿
弖
河
荘
と
そ
の
史
料
（
後
篇
）（
伊
藤
・
鎌
倉
）

三
一

和
暦

西
暦

月
日

文
　
　
書
　
　
名

原
出
典
（
※
1）

阿
弖
河
荘
	

史
料（
※
2）

遺
文

備
　
考

179
建
治
2

1276ヵ
2

7
六
波
羅
奉
行
人
長
禅
書
状
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -15
鎌
12215

180
建
治
2

1276
2

唯
浄
（
斎
藤
基
茂
）
訴
状
草
案

『
高
』
又
続
34 -358

226
鎌
12230

前
欠
。

181
建
治
2

1276
閏
3
7
六
波
羅
奉
行
人
長
禅
・
道
専
連
署
召
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

221 -16
鎌
12296

182
建
治
2

1276
閏
3
22
六
波
羅
奉
行
人
長
禅
・
道
専
連
署
召
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

211 -17
鎌
12310

183
建
治
2ヵ

1276
閏
3
27
下
荘
公
文
乗
蓮
・
追
捕
使
光
佛
連
署
状

『
高
』
又
続
50 -984

な
し

※
3

184
建
治
2

1276
閏
3
28
六
波
羅
奉
行
人
長
禅
・
道
専
連
署
召
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

211 -18
鎌
12313

185
建
治
2

1276
4

6
六
波
羅
奉
行
人
長
禅
・
道
専
連
署
召
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

211 -19
鎌
12317

186
建
治
2

1276
4
11
六
波
羅
奉
行
人
長
禅
・
道
専
連
署
召
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

211 -20
鎌
12319

187
建
治
2

1276
4
22
六
波
羅
奉
行
人
長
禅
・
道
専
連
署
召
文
案

『
高
』
又
続
79 -1444

211 -21
鎌
12321

188
建
治
2ヵ

1276ヵ
6

1
某
（
快
猷
ヵ
）
書
状

『
高
』
又
続
79 -1441

200
な
し

阿
207と

同
筆
ヵ
。

189
建
治
2

1276
6

5
阿
弖
河
荘
雑
掌
申
状
案

『
高
』
又
続
56 -1125

230
鎌
12354

190
建
治
2ヵ

1276ヵ
6

9
快
猷
書
状

『
高
』
又
続
79 -1453

207
鎌
12036

阿
200と

同
筆
ヵ
。

191
建
治
2ヵ

1276ヵ
6
17
静
舜
書
状

『
高
』
又
続
79 -1442

208
鎌
12037

※
5

192
建
治
2

1276
6

阿
弖
河
荘
雑
掌
訴
状
案

『
高
』
又
続
79 -1447

233
鎌
12370

前
欠
。
唯
浄
の
筆
跡
ヵ
。

193
建
治
2

1276
6

阿
弖
河
荘
雑
掌
注
進
状
案

『
高
』
又
続
79 -1449

234
鎌
12371

前
後
欠
。

194
建
治
2

1276
6

阿
弖
河
荘
雑
掌
訴
状
案

『
高
』
又
続
79 -1448

な
し

な
し

阿
235と

同
内
容
。
唯
浄
の
筆
跡
ヵ
。

195
建
治
2

1276
6

阿
弖
河
荘
雑
掌
訴
状
案

『
高
』
又
続
57 -1155

235
鎌
12369

196
建
治
2

1276
6

阿
弖
河
荘
地
頭
湯
浅
宗
親
陳
状
案

『
高
』
又
続
56 -1132

231
鎌
12372

阿
232と

同
内
容
。

197
建
治
2

1276
6
23
阿
弖
河
荘
地
頭
湯
浅
宗
親
陳
状
案

『
高
』
又
続
57 -1151

232
鎌
12372

阿
231と

同
内
容
。

198
建
治
2

1276
7

阿
弖
河
荘
地
頭
湯
浅
宗
親
陳
状
案

『
高
』
又
続
57 -1152

236
鎌
12420

7月
21日
到
来
。
唯
浄
の
筆
跡
ヵ
。

199
建
治
2

1276
8

6
阿
弖
河
荘
雑
掌
訴
状
案

『
高
』
又
続
56 -1133

238
鎌
12442

200
建
治
2

1276
8

阿
弖
河
荘
雑
掌
言
上
状
土
代

『
高
』
又
続
79 -1450

239
鎌
12459

折
紙
。
8月
6日
以
降
。

201
建
治
3

1277
12

21
法
印
任
快
裏
書

『
高
』
又
続
134 -1925

7
な
し

寂
楽
寺
手
印
施
入
状
案
の
裏
書
。

202
建
治
3

1277
12

21
法
印
任
快
裏
書

高
野
山
文
書

242
平
補
167
寂
楽
寺
宝
蔵
物
紛
失
状
案
の
裏
書
。

203
弘
安
1

1278
8

阿
弖
河
荘
上
村
預
所
契
約
状
幷
勝
秀
請
文

『
高
』
宝
53 -682

244
鎌
13158

前
欠
。
一
紙
目
は
別
文
書
。
※
5

204
弘
安
6

1283
4

2
阿
弖
河
荘
上
村
預
所
契
約
上
幷
真
算
請
文

『
高
』
宝
33 -432・

又
続
34 -401

299
な
し

阿
に
は
後
欠
部
な
し
。

205
正
応
2

1289
7
19
関
東
御
教
書

『
高
』
宝
33 -421

250
鎌
17070

参
考
；
阿
253、

高
野
春
秋
編
年
輯
録
巻
第

九
（
正
応
2年
7月
19日

条
）。

206
正
応
3

1290
3
20
湯
浅
浄
智
請
文
案

『
高
』
又
続
41 -704

258 -1
鎌
17291

207
永
仁
4

1296
8
22
関
東
御
教
書

『
高
』
宝
33 -422

268
鎌
19122

参
考
；
阿
267、

高
野
春
秋
編
年
輯
録
巻
第

九
（
永
仁
3年
8月
22日

条
）。

208
乾
元
2ヵ

1303ヵ
金
剛
峯
寺
衆
徒
連
署
置
文

『
高
』
宝
53 -682

244
鎌
13158

後
欠
。
※
6

209
乾
元
2

1303
6

9
後
宇
多
院
院
宣

『
高
』
宝
53 -681

276
鎌
21546

210
乾
元
2

1303
6

阿
弖
河
荘
上
村
預
所
請
文

『
高
』
又
続
78 -1426

277
鎌
21564

211
嘉
元
1

1303
8
13
亀
山
院
院
宣

『
高
』
宝
53 -676

278
鎌
21629



人
文
学
報 

第
五
一
七
―
九
号
　
二
〇
二
一
年
三
月

三
二

和
暦

西
暦

月
日

文
　
　
書
　
　
名

原
出
典
（
※
1）

阿
弖
河
荘
	

史
料（
※
2）

遺
文

備
　
考

212
嘉
元
1

1303
8
20
後
宇
多
院
院
宣

『
高
』
宝
33 -423

279
鎌
21632

213
嘉
元
1

1303
8
20
八
月
二
十
日
条
（
後
宇
多
院
院
宣
引
用
）

高
野
春
秋
編
年
輯
録
巻
第
九

280
な
し

214
嘉
元
1

1303
8
30
後
宇
多
院
院
宣

『
高
』
宝
53 -677

281
な
し

215
嘉
元
1

1303
9

7
亀
山
院
院
宣

『
高
』
宝
53 -678

282
な
し

216
嘉
元
2

1304
3

7
後
宇
多
院
院
宣
案

『
高
』
又
続
78 -1427

284
鎌
21764

217
嘉
元
2

1304
3

7
三
月
七
日
条
（
後
宇
多
院
院
宣
案
引
用
）

高
野
春
秋
編
年
輯
録
巻
第
九

286
な
し

218
嘉
元
2

1304
3

8
東
寺
長
者
御
教
書

『
高
』
宝
53 -679

287
鎌
21766

219
嘉
元
2

1304
4

8
湯
浅
浄
智
書
状
案

『
高
』
又
続
41 -704

258 -2
鎌
17291

220
嘉
元
2

1304
4
19
阿
弖
河
荘
沙
汰
間
文
書
目
録

『
高
』
宝
53 -680

288
鎌
21797

221
嘉
元
2

1304
4

金
剛
峯
寺
衆
徒
連
署
置
文

『
宝
』
又
続
53 -1096・

又
続
122 -1888

290
鎌
21843

阿
・
鎌
に
は
後
欠
部
な
し
。

222
嘉
元
2

1304
5

金
剛
峯
寺
衆
徒
連
署
置
文

『
高
』
又
続
53 -1095

289
鎌
21842

※
1　
	『高
野
山
文
書
』
又
続
宝
簡
集
は
『
高
』
又
続
、
続
宝
簡
集
は
『
高
』
続
宝
、
宝
簡
集
は
『
高
』
宝
、
と
そ
れ
ぞ
れ
略
表
記
を
し
て
い
る
。

※
2　
	仲
村
研
編
『
紀
伊
国
阿
弖
河
荘
史
料
一
、
二
』（
吉
川
弘
文
館
、
1976）。

目
録
作
成
に
あ
た
っ
て
、
本
史
料
集
に
阿
弖
川
荘
関
係
史
料
と
し
て
所
載
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
明
ら
か
に
阿
弖
川
荘
の
も
の

で
は
な
い
と
判
断
し
た
史
料
は
本
目
録
で
は
除
外
し
た
。

※
3　
	目
録
（
一
）
№
148と

し
て
収
録
し
た
が
、
年
代
比
定
・
月
日
等
に
誤
り
が
あ
っ
た
た
た
め
訂
正
・
再
掲
し
た
。
そ
の
た
め
本
目
録
は
№
148か

ら
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。

※
4　
	河
野
通
明
「
阿
弖
河
荘
を
め
ぐ
る
寂
楽
寺
と
円
満
院
」（
中
世
寺
院
史
研
究
会
編
『
中
世
寺
院
の
研
究
（
上
）』
法
蔵
館
、
1988）。

※
5　
	高
橋
典
幸
「
阿
弖
河
荘
の
建
治
相
論
」（
鎌
倉
遺
文
研
究
会
編
『
鎌
倉
遺
文
研
究
Ⅱ

 鎌
倉
時
代
の
社
会
と
文
化
』
東
京
堂
出
版
、
1999）。

※
6　
	１
紙
目
と
２
紙
目
以
降
は
別
文
書
が
貼
り
次
が
れ
て
い
る
。
内
容
か
ら
１
紙
目
は
嘉
元
２
年
と
推
定
さ
れ
る
。
刊
本
で
は
接
続
さ
れ
た
ま
ま
翻
刻
さ
れ
て
い
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
三
カ
条
目
以
降
が
２

紙
目
で
あ
る
）。


